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はじめに  

農業経営体の減少・高齢化が著しく進展している。2020 年農林業センサスでは、５年以
内の後継者の確保状況について、約７割の経営体が後継者を確保していないと回答してい
る。このような中、地域計画の策定を通じて各地域で後継者不在の農業経営体や農地が明ら
かになることから、第三者への農業経営の継承を通じて、地域外から担い手を確保すること
が、今後ますます重要となってくる。 
後継者不在の農業経営体は、仮に黒字であっても廃業等を選択せざるを得ない。この場合

には、従業員・親族の雇用が失われたり、利用されない農地が発生し放置されたりするおそ
れがある。また、廃業により、蓄積されてきた農業経営資源が活用されないまま喪失してし
まうことは、日本の農業にとっても大きな損失となり得る。 
しかしながら、第三者継承は、親族間継承と異なり、多くの手続きが必要であり、特に農

業分野では第三者継承に関する知見が限られている。 
そのため、第三者継承に関する意識、知識、経験が十分でない農業経営体の経営者の背中

を押し、継承を適切な形で進めるとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能
力に応じて第三者継承を適切に支援するための基本的な事項を示すためのガイドラインを
策定した。 
なお、本ガイドラインは、農業法人の経営者が、経営者の親族や従業員等以外の者が経営

する法⼈に経営を継承する第三者継承（M&A）で、継承の方法としては、株式譲渡を想定
したものとしている。また、本ガイドラインの策定に当たっては、中小企業庁「中小 M&A
ガイドライン（第 3 版）１」を参照した上で、農業分野特有の内容については、事例・公開
情報等を参考に記載した。 
  

 
１ 「中小 M＆A ガイドライン」は、中小 M＆A の実務の発展にあわせて随時見直し、更新さ
れることがあるため、同ガイドラインを参照される際は、最新のものを参照するようご留意
いただきたい。 
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第１  農業分野における第三者継承をめぐる状況  

 １  農業経営体の状況  

（１）農業経営体の状況  

高齢化・人口減少が本格化する中にあって、農業経営体数は 2025 年現在、82.8 万経営
体であり、10 年前（2015 年）の 137.7 万経営体から大きく減少している。一方、法人経
営体は、近年の法人化の進展等により増加しており、10 年前（2015 年）の 2.7 万経営体
に対して、2025 年現在、3.3 万経営体となっている*１。 

 
図表 1-1 農業経営体数の変化 

区分 農業経営体 個人経営体 団体経営体  団体経営体に 

占める法人割合 ①+② ① ② うち法人経営体 

 千経営体 千経営体 千経営体 千経営体 % 

2015 年 1,377 1,340 37 27 72.7 

2020 年 1,076 1,037 38 31 80.0 

2025 年 828 789 39 33 84.0 

増減率（%）      

2020 年/2015 年 △21.9 △22.6 2.8 13.3 - 

2025 年/2020 年 △23.0 △23.9 2.9 7.9 - 

（出典）農林水産省「2025 年農林業センサス結果の概要（概数値）」 

注１：表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある 

注２：2025 年の値は速報値 

 
また、基幹的農業従事者（自営農業を主な仕事としている世帯員）で見ると 2015 年では

176 万人、2025 年では 102 万人と大きく減少が進んでおり、この年齢構成を見ても、2025
年では平均年齢が 67.6 歳、20 年後の基幹的農業従事者の中心となる層である 49 歳以下が
12.8 万人という状況である。 
こうした中、農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」と

いう。）が 2022 年５月に改正（2023 年４月施行）されたことにより、地域での話し合いに
より目指すべき将来の農地利用を明確化する「地域計画」の策定が義務付けられた。これを
受けて、地域の関係者により、目指すべき地域農業の将来の在り方等に関する協議が行われ、
2025 年４月末までに全国約 1 万 9 千地区で地域計画が策定されている。その結果、全国で
将来（10 年後）の受け手が位置付けられていない農地が３割にのぼることが分かり、新規
就農や外部からの参入を促進していくことの必要性が明らかとなった*２。 
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図表 1-2 年齢階層別基幹的農業従事者数 

 

（出典）農林水産省「農林業センサス」、「2010 年世界農林業センサス（組換集計）」 

注１：各年２月１日時点の数値 

２：2005 年の基幹的農業従事者数は販売農家の数値 

３：2025 年の値は速報値 

 
（２）後継者の確保状況  

農業を含む全産業における後継者の確保状況について、株式会社帝国データバンクの調
査*３によると、2025 年の中小企業の後継者不在率は 51.2%であり、２人に１人は後継者不
在の問題を抱えている状況にある。農林水産業に限ってもこの傾向は同様であり、2025 年
での後継者不在率は 48.5%となっている。 
こうした中、事業の後継者を親族以外から選ぶ「脱ファミリー」が加速している。ここ５

年で事業継承を行った企業のうち、前経営者の同族に継承した企業の割合が継続的に低下
している一方、内部昇格や M&A 等、血縁によらない第三者に経営を継承する企業の割合が
継続的に上昇しており、これまで親族を中心に受け継がれてきた農業においても、後継者確
保のための選択肢として第三者への経営の継承が重要となっていると考えられる。 
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 ２  経営継承の類型  

（１）経営継承の類型  

 このように、近年動きを見せる経営継承の状況であるが、経営継承の類型について、本ガ
イドラインでは親族内継承、第三者継承（従業員等）、第三者継承（M&A）の３類型に区
分する*４。 
 親族内継承は、農業経営を現経営者の親族に継承することであり、現経営者の⼦息や孫の
ほか、甥や娘婿等が後継者候補になる。農業においては、この類型による継承がほとんどで
あるが、近年は経営者の⼦息が継承しないこと等から、後継者を確保できない経営体も⾒ら
れる。 
 第三者継承（従業員等）は、農業経営を現経営者の親族ではない従業員等に継承すること
であり、親族以外の共同創業者や役員、部⾨⻑等の従業員ほか、行政や農業関係団体等が仲
介する新規就農を希望する者等が後継者候補になる。農業においても、現経営者の経営内か
らの内部昇格や新規就農者への経営の引継ぎ等、従業員等による継承が⾒られるようにな
ってきた。 
第三者継承（M&A）（以下「第三者継承」という。）は、農業法⼈を現経営者の親族や

従業員等以外の者が経営する法⼈に継承することである。行政や農業関係団体からの紹介、
マッチングサービス、仲介会社を利⽤する等して、全国から広く後継者を求めることができ
る。農業以外の企業が農業法⼈を⼦会社化する事例等、第三者継承も近年見られるようにな
っている（第三者継承の詳細は、「３ 農業分野における第三者継承の状況」参照）。 
本ガイドラインはこれらのうち、第三者継承を対象として解説を行う。 

 
（２）経営継承の手法  

農業における法人の位置付けは、冒頭で述べたところであるが、法人の第三者継承の手法
としては、株式譲渡や事業譲渡を含む各種手法による事業の引継ぎ（譲り渡し・譲り受け）
に加え、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の定める組織再編（合併や会社分割等）が挙げ
られる*５。 
株式譲渡は、出し手 ２の株主が保有している発行済株式を受け手２に譲渡する手法であり、

出し手を受け手の子会社とするイメージである。出し手の株主が変わるだけで、会社組織は
そのまま引き継ぐ形となり、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等

 
２ 中小企業庁「M&A ガイドライン（第３版）」では「譲り渡し側」「譲り受け側」と表記さ
れている者を、本ガイドラインではそれぞれ「出し手」「受け手」と呼ぶ。以下同じ。 



10 

 

は原則存続する。また、継承に係る手続も他の手法に比べて相対的に簡便であると言え、実
務としてもよく用いられる手法である。 
事業譲渡は、出し手が有する事業の全部又は一部（土地、建物、機械設備等の資産や負債

に加え、ノウハウや知的財産権等も含む。）を、受け手に譲渡する手法である。資産、負債、
従業員や社外の第三者との契約、許認可等の移転・更新等を一つ一つ個別に対応する必要が
あるが、特定の事業・財産のみを継承することができる。 
また、会社法に定める組織改編の手続には、合併や会社分割等がある。合併は、出し手の

権利義務の全部（会社の全ての資産、負債、契約等）を他の会社（又は合併に伴い新たに設
立する会社）に包括的に継承させ、出し手は消滅する手続であり、会社分割は、会社の事業
に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社（又は分割に伴い新たに設立す
る会社）に包括的に承継させる手続である。 
なお、農業分野特有の法人形態として、農業協同組合法（昭和 22 年法律第 132 号。以下

「農協法」という。）に基づき設立される農事組合法人があるが、農事組合法人の経営を継
承する場合は、組織形態の変更を伴う場合があるので、法務の専門家等に相談して進めるこ
とが望ましい。 
 

 ３  農業分野における第三者継承の状況  

日本における M&A（合併、買収、事業譲渡、資本参加、出資拡大にかかる案件）全体の
件数は図表 1-3 のとおりに推移している*６。特にここ数年は、年 3,000 件以上を記録してい
ることから、M&A 市場が活性化していることが分かる。一方、このうち農林水産業が対象
となった案件は年間 30 件未満（全体の約 1%未満）であり、農業分野における第三者継承
が広く普及しているとは言い難い状況にある。 
この要因としては、農業が天候等の外部環境に影響を受けやすいこと、地域との関係性と

の上で成り立つ産業であること、法令により農地の権利取得に関する要件が存在すること
等が挙げられるが、近年、第三者継承をめぐる状況が変化してきており、今後、後継者確保
の手段として、第三者継承の重要性が高まっていくと考えられる。 
その背景の一つとして、一般法人の農業参入が増加していることが挙げられる。農地法

（昭和 27 年法律第 229 号）の 2009 年の改正によって、リース方式による企業の農地の利
用（詳しくは、P.41 参照）が可能となり、企業が農業に参入しやすくなった。同法の改正
以降、リース法人の数は継続的に増加傾向であり、食料品関連業や建設業等、様々な業種の
法人が農業生産事業を行っている。また、農業関係者以外の者から出資を受けている農地所
有適格法人（詳しくは、P.40 参照）数も増加していることから*７、異業種企業の農業分野へ
の参画意欲が高まっていると考えられ、今後、異業種企業が農業に参入するに当たって、手
法として既存の農業法人の経営を継承することが考えられる。 



11 

 

図表 1-3 直近 20 年間における国内企業同士の M&A の取引金額及び件数の推移 

 
（出典）株式会社大和総研「日本企業による M&A の動向（2023 年版）」 

注：合併、買収、事業譲渡、資本参加、出資拡大に係る案件が集計対象 

 
 

図表 1-4 農業関係者※以外の者から出資を受けている農地所有適格法人の推移 

 

※農業関係者、法人の農業の常時従事者、農地提供者、地方公共団体、農協等 
（出典）農林水産省「地域計画のブラッシュアップに向けて」 
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一方で株式会社帝国データバンクの調査*８によれば、2025 年の農業法人等の倒産は 82 件
（前年比 7.9％増）で、2005 年以降で過去最高となった。業種別にみると、野菜作農業や施
設園芸が多い傾向となっている。農業法人がこうした倒産を選択する前に、これまで築き上
げてきた経営を、資本力のある企業が企業再生という形で事業を引き継ぐ第三者継承の意
義も高まっていると考えられる。 
 

図表 1-5 農業法人等の倒産数の推移 

（出典）株式会社帝国データバンク「「農業」の倒産動向（2025 年）」 

注：倒産４法（会社更生法（平成 16 年 6 月 2 日法律第 75 号）、民事再生法（平成 11 年 12 月 22 日

法律第 225 号）、破産法（平成 16 年 6 月 2 日法律第 75 号）、特別清算）による法的整理を申請

した負債額 1,000 万円以上の法人及び個人経営を対象としている。任意整理（銀行取引停止、内整

理等）は集計対象に含まない。 

 

 ４  第三者継承の意義と留意点  

（１）第三者継承の意義  

経営継承の手法として第三者継承を選択することは、出し手・受け手の双方にとって意義
がある。 
出し手にとっては、後継者候補を広範な対象から検討することができる。親族や従業員に

後継の適任者がおらず、継承の目的が後継者の確保の場合、親族外の者に経営を引き継ぐ第
三者継承は、出し手がこれまで培ってきた事業を未来につなぐための有効な手段となる。ま
た、株式譲渡により得られた売却益を個人資産に転換することも可能であることから、出し
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手としては、引退後の生活資金を得ることができる*９。この際、土地や機械設備、人材（雇
用）、契約等、個人経営の継承の際に必要となる所有権の移転等の個別の手続を要せず、株
式を受け手に譲渡することをもって継承できる。 
受け手にとっては、一から農業を始めるより、既存の経営を継承した方が早く事業を軌道

に乗せやすいという利点がある。農地や農業設備、ノウハウ、販路・顧客、ブランド、従業
員等、ゼロから揃えるには時間とコストがかかる経営資源を包括的に入手することができ
る。特に農地については、農業法人を子会社化すれば、その法人名義の農地利用権を維持で
きる場合があることに加え、水はけ・土壌等長年にわたって構築された生産基盤を引き継ぐ
ことができるため、参入する企業側にとって合理的である。 

 
（２）第三者継承の留意点  

一方で、第三者継承を進めるには、出し手・受け手の双方において留意すべき点がある。 
ひとつは、農地の所有・利用に関する要件である。農地法上、農地を所有できるのは、農

地所有適格法人に限られており、第三者継承に際して農地の扱いが大きな論点となる。農地
所有適格法人の株式を譲受することによって経営を継承する場合は、農地所有適格法人の
要件を維持する必要があり、継承後の事業内容や議決権割合等に留意する必要がある。なお、
農地所有適格法人の要件を維持することが困難な場合は、リース方式に切り替えることで、
営農を継続する方法もある。 
次に、補助金や制度の継承に留意する必要がある。出し手が国や自治体からの助成を受け

て機械設備の導入や経営を行っていることがあり、継承後に補助金の適用条件を満たし続
けられなければ、補助金の返還を要する場合がある。受け手は、出し手と交渉を進める段階
で補助金の利用状況や適用条件を確認し、統合後の計画に織り込む必要がある。 
さらに、第三者継承後の統合（PMI）の難しさを想定しておく必要がある。受け手が農業

経営を十分理解せず急激な改革を試みると、従業員や地域との軋轢を生むリスクがある。そ
のため、PMI では、現場従業員とのコミュニケーション、地域のステークホルダー（近隣
の農業関係者、取引先や行政等）への配慮が必要である。また、農業特有の栽培サイクルも
考慮する必要がある。作物の収穫後や年度末等、比較的出し手が落ち着く時期まで重要な組
織変更を待つ、引継ぎ期間を長めにとる等の工夫が必要である。クロージングのタイミング
も収穫や出荷計画に合わせる等の配慮が重要である。 
最後に、企業価値評価の難しさにも留意する必要がある。企業価値評価は、譲渡額を決め

る際の重要な要素となるが、非上場の中小企業が多い農業分野においては、決算書等の財務
情報だけでは出し手の経営実態を測りにくく、特に作物の生育状況、主要顧客との関係、栽
培技術等、数値化しづらい無形資産の評価に苦慮する場合が多い。また、継承後に出し手が
営農に関与するか、関与する場合はどの程度の期間残るかによっても評価の結果に影響す
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る可能性がある。そのため、受け手は、この農業特性を理解し、農業分野の知見を持つ専門
家等の意見を取り入れた上で評価することが望ましい。同時に、継承前に見えなかったリス
クとして、設備の老朽化によるトラブルや、想定外の自然・栽培環境問題が発生することも
あり、事前に詳細なリスクの洗い出しが必要である。 
以上のように、農業の第三者継承を進めるに当たっては、農業特有の事情と法律・制度面

の深い理解が不可欠である。 
 

 ５  第三者継承の事例  

 前述のとおり、農業分野の第三者継承は広く普及しているとは言い難いものの、徐々に事
例が出てきている。 
以下では、農業分野の第三者継承のイメージを持ちやすくするべく、具体的な事例を紹介

する。なお、各事例の詳細や他の事例についての情報は、「農業分野の第三者継承事例集（令
和７年度農林水産省）」を参照されたい。 
 

事例①  稲作を行う法人同士の地域を越えた経営統合  
【出し手】 
米・大豆を生産する農事組合法人（農地所有適格法人） 
 

【受け手】 
地域外の米・小麦・大豆を生産する農業法人（農地所有適格法人） 
 

【支援機関】 
自治体（出し手側の県・市） 
 

【特徴】 
 後継者不在であった出し手が、M&A・資本提携によって稲作経営の規模拡大を検討し
ていた地域外の農業法人に経営を継承 
 

【意思決定に至るまでの経緯】 
 支援機関が主催する農業誘致のセミナー・現地視察ツアーに、受け手が参加したことが
きっかけとなった。ツアー後も受け手は、出し手の地域への訪問を続けて、支援機関とネ
ットワークを維持しており、支援機関を通じて後継者不在の問題を抱える出し手とマッ
チングした。 
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 出し手は、地域を尊重する受け手の姿勢等を評価して継承の意思決定をした。 
 

【成立後の経緯】 
 受け手の１名が現地の管理に従事し、出し手の従業員２名を継続雇用して、少しずつ受
け手のノウハウを移転させている。 
 出し手は後継者を確保することができ、受け手は事業拡大のための生産基盤を確保す
ることができた。 

 

事例②  食品仲卸事業者によるマンゴーを生産する農業法人の継承  
【出し手】 
マンゴーを生産する農業法人（農地所有適格法人） 
 

【受け手】 
地域外の青果仲卸事業者 
 

【関与した支援機関】 
M&A 専門業者 
 

【特徴】 
 後継者不在の農業法人が、ビジネスの拡大を目指す自社 EC や果物を中心に販売を行う
青果仲卸に経営を継承 
 

【意思決定に至るまでの経緯】 
 出し手の生産現場責任者が高齢であったため、親族間で相談の上、将来を見据えて第三
者継承を検討した。その際、販売力を強化できるような受け手に継承することを重視し
た。受け手は事業拡大の拠点と、EC 事業の核となる商品を開発できるパートナーを探し
ていた。 
 出し手が支援機関に相談し、支援機関が受け手候補を探索する中で、熱心に出し手を訪
問して意見交換をした受け手との間でトップ面談が成立し、意思決定がなされた。 
 

【成立後の経緯】 
 高い技術力を保持する生産現場責任者と、経営力がある社長が残留。 
 出し手は、資本の後ろ盾ができたことで新規投資ができるようになり、ハウスの修繕に
着手することができた。また、一部管理業務を受け手に移管することで、経営管理の透明
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性を高めることができ、負担軽減にもつながった。 
 出し手は生産に集中することができ、受け手は新しい事業拠点を獲得することができ
た。 

 

事例③  設備管理事業者によるきゅうりを生産する農業法人の継承  
【出し手】 
きゅうりを生産する農業法人（農地所有適格法人） 
 

【受け手】 
地域外の設備管理事業者 
 

【関与した支援機関】 
M&A 専門業者 
 

【特徴】 
 規模拡大を目指していた農業法人が、新規事業として農業への参入を検討していた事
業者に経営を継承 
 

【意思決定に至るまでの経緯】 
 規模拡大の策として第三者継承を考えていた出し手が支援機関に相談し、支援機関が
受け手を探索した。受け手は、新規事業として農業事業に関心を持っており、相互の事業
ビジョンが合致して意思決定に至った。 
 

【成立後の経緯】 
 高い技術力を保持する出し手の社長が取締役として残留し、新規採用した人材を社長
に抜擢して、生産技術の早期伝達・浸透に努めている。 
 第三者継承の結果、出し手は財務基盤を得て計画どおりの投資・事業拡大が可能とな
り、受け手は既存事業に次ぐ新しい事業基盤の整備が実現した。 
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第２  第三者継承の検討と実施  

 「営農類型」とは、農産物の販売を目的とする農業経営体をその経営体が主に生産する農
産物の種類に基づいて分類したものである。 
本ガイドラインにおいては、営農類型について図表 2-1 のとおり「土地利用型」、「施設

園芸」、「果樹」、「畜産」と呼称する。 
 

図表 2-1 営農類型の分類 
ガイドラインにおける分類 営農類型の種類 

土地利用型 水田作経営 
  畑作経営 
  露地野菜作経営 
  露地花き作経営 
施設園芸 施設野菜作経営 
  施設花き作経営 
果樹 果樹作経営 
畜産 酪農経営 
  肉用牛経営（繁殖牛・肥育牛）  

養豚経営 
  採卵養鶏経営 
  ブロイラー養鶏経営 

 

 １  第三者継承のプロセス *５  

一般的に、第三者継承は、図表 2-2 の「第三者継承のプロセス」の流れに沿って進められ
る。第三者継承に当たっては、広範な専門知識が必要であることから、各プロセスにおいて
「第３ 農業分野の経営継承における支援機関等」の「1 各支援機関」に記載の支援機関
が第三者継承の支援を行うことが多いが、支援機関から支援を受ける際には、費用が発生す
る可能性があるため、費用の有無や金額については事前に確認しておくことが望ましい。 
なお、図表 2-2 はあくまで一例であり、記載されている項目が実施されない場合や、実施

する順番が前後する可能性があることに留意が必要である。また、第三者継承のプロセスを
進めるに当たって、出し手・受け手がそれぞれの段階に応じて確認する項目を参考資料１
「チェックリスト」にも示しているので、そちらも適宜参照されたい。 
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図表 2-2 第三者継承のプロセス 

 

 

 ２  各プロセスについて  

（１）第三者継承に向けた準備  

 ア  出し手  

第三者継承を円滑に進めるためには、平常時から将来のありたい姿を明確化し、譲れない
条件を整理しておくこと、親族等の身近な存在との意思統一を図っておくこと、経営の可視
化・磨き上げを行うこと、早期に支援機関や専門家への相談を行うことが重要である。 

 
図表 2-3 出し手における事前準備のポイント 

 

支援機関や専門家による支援 

ありたい姿と継承 
条件の明確化 

親族等の身近な存在
との意思統一 

経営の可視化・ 

磨き上げ 

支援機関や専門家への早期の相談 
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（ア）ありたい姿と継承条件の明確化  

第三者継承は、自社の経営をよりよくするための手段の一つである。このため、経営者は、
自社と自身の将来のビジョンを明確化しておくことが必要であり、本地域で農業経営を行
う理由や目的を整理し、数年後の自社がどのような姿になっていたいのかを言語化するこ
とが重要である。 
その結果と現状を比較し、第三者のヒト・モノ・カネ・情報を活用することが実現に向け

て有効である場合に第三者継承が選択肢となり得る。具体的な例として、後継者となる経営
人材が親族や従業員にいない場合、自社の継続や生産の安定、規模拡大のために、第三者継
承を選択することがある。 
また、第三者に経営を継承する場合、経営に係る意思決定は、基本的に継承後の経営者に

移される。このため、数年後の自社や自身の姿を実現するために、譲れない条件を明確にし
ておく必要がある。条件検討の観点としては、譲渡価格、生産する作物、販売先、従業員の
雇用、自身の経営への関与の度合い等が挙げられる。 
なお、譲渡価格については、自社の経営や資産の状況、譲渡後の経営者自身の関与の度合

いが影響する場合がある。例えば、継承後も現在の資産を活用することを前提として資産価
値を評価する場合と、活用しない（処分する）ことを前提として資産を評価する場合では、
評価の結果が異なることがある（詳しくは、「（２）各プロセスの概要」の「ウ 農業資産
の評価」参照）。このため、継承後に引退を考えている場合であっても、十分な引継ぎ期間
を確保することに留意しておく必要がある。 

 
（イ）親族等の身近な存在との意思統一  

原則として、第三者継承に関するプロセスは、全般にわたり秘密を厳守して進める必要が
ある。外部はもちろん、親戚や友人、社内の役員・従業員に対しても、知らせる時期や内容
には十分注意する必要がある。意図せず取引先や従業員に情報が伝わることにより、トラブ
ルが発生しプロセスが頓挫するケースがある。取引先や従業員に情報が伝わった後に継承
が頓挫した場合には、取引先の喪失や従業員の退職等、従前の事業活動の継続に支障をきた
すような事態が生じるおそれもある*５。 
一方で、親族等の身近な存在には、事前に意思統一を図っておくことが重要となるケース

もある。これは、継承の途中で親族等が反対することにより、継承の意思が揺らいだり、必
要な協力を得られないことによりプロセスが中断したりするリスクがあるためである*４。例
えば、出し手経営者が子息に継承の意思がないと思い込んで第三者継承を進め、最終合意に
至る段階で子息に経営を引き継ぐ意思が判明したことにより、プロセスが中断してしまう
ことが考えられる。また、農地が単なる事業資産ではなく、先祖代々受け継がれてきた財産
の側面を持つことから、親族からその譲渡に反対をされることも考えられる。 
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出し手と同様、受け手にとっても第三者継承は重要な決断であり、プロセスの途中で出し
手の意思が揺らぐと、その後の信頼関係構築に影響を及ぼす場合がある。そのため、秘密の
厳守に十分注意しながら、情報を伝えるべき相手がいる場合には、伝える情報の範囲にも留
意した上で意思統一を図っておくことが重要である。 

 
（ウ）経営の可視化・磨き上げ *５  

受け手の探索及びその後のプロセスをスムーズに進めるためには、あらかじめ自社の状
況の可視化・磨き上げを行っておくことが重要である。 
自社の農産物のブランド、農地の生産性、取引先との関係、従業員のスキル、資産等の観

点からの整理を行い、自社の価値を説明できるようにしておくことが望ましい。これを説明
するための資料として、自社の事業、税務・財務、人事・労務、法務、組織・体制を示すこ
とができるものを準備しておく。 
ただし、経営状況の可視化は、後のプロセスにおいて支援機関や受け手との対話を通じて

充実されることも多い。このため、本ガイドラインではこうした支援機関等との対話を開始
するために出し手が最低限準備すべき資料を取りまとめた（図表 2-4）。なお、農業分野に
おいては、気象や病害等により年によって大きな変化が起こり得るため、これらの資料は、
複数年分を準備しておくことが望ましい。 

 
図表 2-4 出し手が最低限準備すべき資料 

資料名 概要 
税務申告書 法人税申告書、確定申告書等の納税申告の内容が分かるもの。 
決算書及び 
勘定科目内訳明細書 

貸借対照表と損益計算書。貸借対照表や損益計算書に記載された
勘定科目の内訳を示す書類。納税申告時に、税務署へ提出する資
料の一部。 

固定資産台帳 固定資産の取得状況や減価償却を記録した台帳。取得価額と償却
額が記載されたもの。 

事業に関する 
出納記録 

農業経営に関する収入と支出が分かるもの。収入に関しては補助
金も含めて明確なもの。他事業や家計に関するものと明確に区分
しておく。 

購買記録 農業経営に必要な資材等の購入記録。品目、金額、購入先、購入
時期等が分かるもの。 

ほ場関係資料 ほ場の位置、面積、作付け作物が分かるもの。 
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また、最低限、株式と事業用資産の整理・集約を行っておくことが必要である。株式が分
散していたり一部株主の所在が不明であったりする場合、株式譲渡の障害となることから、
あらかじめ整理しておくことが重要である。また、総議決権の３分の２以上の株式を保有し
ておけば、基本的に株主総会における特別決議を可決できることについても留意しておく。
仮に出し手経営者が受け手に対して会社の全株式を譲渡する場合には、基本的に、出し手経
営者が全株主の合意を得る必要がある。株主名簿が正しく整備されているか、実際には出資
していない親族・知人等の名義になっている株式（いわゆる名義株）がないか、（株券発行
会社の場合）株券が適切に管理されているかといった点も確認が必要である。 
さらに、重要な事業用資産等（不動産や機械設備等）について、所有が第三者の名義であ

る、担保が設定されている、遺産分割の対象として争われている、第三者との間で係争中の
物件である等の場合、継承後の農業経営に支障が生じ得るため、これらについても確認が必
要である。また、家族経営の場合には、出し手の会社の財産と経営者個人の財産が明確に分
離されていないケースも多い。そのようなケースでは、譲渡する事業用資産等を受け手にス
ムーズに譲り渡せないこともあるため、明確に区別して整理・集約しておく必要がある。 
 
（エ）早期の支援機関や専門家への相談  

ありたい姿と継承条件の明確化、親族等の身近な存在との意思統一、経営の可視化・磨き
上げは、必ずしも自社だけで行う必要はない。整理した情報の量や質が継承を進める上で十
分でないことがあるため、早期に支援機関や専門家に相談し助言を得ることで、不足点を把
握しておくことが望ましい。また、自身による評価と第三者による評価とで自社の価値にギ
ャップが生じる場合がある。このギャップが大きいとスムーズに受け手とのマッチングが
進まないことがあるため、客観的な評価を知る観点からも早期の支援機関や専門家への相
談が有効である。 
また、具体的な継承のプロセスに入った場合、専門家による支援が不可欠となるため、支

援機関と情報を共有し信頼関係を構築する観点からも早期の相談が重要である。農業経営・
就農支援センターをはじめ、この際の想定される相談先としては、「第 3 農業分野の経営
継承における支援機関等」の「1 各支援機関」を参照されたい。 
なお、相談を行う支援機関がどの程度農業分野に精通しているかは、あらかじめ確認して

おくことが重要である。また、各プロセスで支援機関から支援を受ける際には費用が発生す
る可能性があるため、費用の有無や金額についても事前に確認しておくことが望ましい。 

 

事例④  情報整理と家族会議で実現したスムーズな継承  
果樹園芸を営む農業法人 A では、生産の中心を担っていた前社長の高齢化に伴い、事業

の将来性を見据え、継承を決断した。 
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その後、半年にわたって財務諸表等の必要書類を整備し、前社長である父と現社長である
子息の間で、継承の方針について日々話し合いを行った。この結果、継承後に持続可能な事
業とするためには、会社としての収益を上げて、従業員の給与等の待遇を向上させる必要が
あると考え、「販売力強化を実現できる受け手を探す」という明確な狙いを定めた。 
 狙いが定まったことで、地域外も含めた受け手探索が可能になり、青果仲卸業者とのマッ
チングが実現した。また、必要書類が揃い、出し手として継承の方針が明確だったため、受
け手による企業価値評価、デュー・ディリジェンスがスムーズに進み、候補選定後の交渉は
約 3 か月で完了した。 

 
 イ  受け手  

受け手は、将来のありたい姿と継承条件を明確化し、継承に当たって譲れない条件を整理
しておくこと、経営を継承した後の運営方針を前もって考えておくこと、第三者継承の推進
体制を構築しておくこと、早期に支援機関や専門家への相談を行うことが重要である。 

 
図表 2-5 受け手における事前準備のポイント 

 
 

（ア）ありたい姿と継承条件の明確化  

受け手にとっても、第三者継承は自社のありたい姿を実現するための手段の一つである。 
出し手の探索に際して、必ずしも理想通りの出し手が現れるとは限らない。限られた案件

から最適な候補を探索し、タイミングを逃さず第三者継承を成功させるためには、譲歩でき
る条件と譲歩できない条件を整理しておくことが重要である。このため、自社の長期ビジョ
ンや経営目標を明確にし、その達成のための手段として第三者継承が有効であるかを検討
する。 
例として、農業法人による生産規模拡大や販路拡大、食品販売や飲食等の異業種企業によ

るバリューチェーン統合、新たな収益源の確保等を目的とした継承がある。また、継承によ
り得られるシナジー効果を事前に検討しておく必要がある。その上で、自社でゼロから生産

支援機関や専門家による支援 

ありたい姿と継承 
条件の明確化 

推進体制の構築 

支援機関や専門家への早期の相談 
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体制を構築するのか、他社と資本提携するのか等の戦略を明確化しておくことが必要であ
る。 
また、第三者継承は、継承の手続きが終了すれば完了するのではなく、引き継いだ事業を

適切に運営していくことが重要となるため、ありたい姿の実現に向け、継承後の運営方針を
あらかじめ整理しておくことが重要である。 

 
（イ）推進体制の構築  

第三者継承のプロセスを円滑に進める上で、守秘義務や機動的な意思決定の観点から、あ
らかじめ社内横断的な推進体制を受け手の社内で整えておくことが重要である。推進体制
には、第三者継承の各プロセスや、継承後の事業運営等の知見を有するメンバーが参画して
おくとよい。第三者継承を行う可能性が浮上した段階で社内での関係者を決定し、それぞれ
の役割と意思決定フローを整理して文書化することによって、迅速に対応できるよう準備
しておく。 

 
（ウ）早期の支援機関や専門家への相談  

受け手の社内での推進体制で第三者継承を完遂できるとは限らないため、外部の支援機
関や専門家に相談することが肝要である。上述の継承条件が完全に明確になっていない段
階、あるいは社内の推進体制が構築できていない場合であっても、外部の支援機関に相談し
てみることも検討する。特に農業分野では、農地法等の規制対応が必要であることから行政
機関との連携が不可欠であり、農業経営・就農支援センター等の公的支援機関に早期から相
談しておくとよい。 
なお、この際に想定される相談先は、「第３ 農業分野の経営継承における支援機関等」

の「1 各支援機関」に整理した。 
 

事例⑤  出し手に求める条件を明確化したことによるスムーズな継承  
 設備管理事業者である受け手 B は、本業に加えた収益の柱となる新事業を立ち上げると
いう明確な目的の下、野菜の生産を行う農業法人を継承した。 
 その後、当初の目的を踏まえ、事業の拡大のためには生産品目と生産量の拡大が必要であ
ると判断し、新たな品目での野菜の第三者継承を検討するとともに、先に実施した第三者継
承の経験から、出し手に技術面での指導者がいること等の継承に向けた条件を整理してい
た。 
この結果、支援機関から新たな農業法人の紹介を受けたのち、3 か月で継承を実現した。 
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（２）各プロセスの概要  

 ア  マッチング *５  

第三者継承におけるマッチングとは、出し手と受け手を結びつけることである。マッチン
グには、大きく２つの方法があり、１つは出し手又は受け手が自社で相手先を探索する方法、
もう１つは支援機関を通じて相手先の紹介を受ける方法である。 

 
（ア）マッチングの流れ  

自社で探索する場合、既存の取引先、同業他社、近隣企業等が候補として挙げられる。こ
れらの中に適切な継承先が見つからない場合は、M&A マッチングサイトに登録・掲載する
方法により継承先を探すことも考えられる。 
支援機関を通じて相手先の紹介を受ける場合、出し手の主な相談先としては、農業経営・

就農支援センター、事業承継・引継ぎ支援センター、継承に関して知見を有する士業等専門
家、M&A 専門業者、取引のある金融機関等が考えられる。また、受け手の主な相談先とし
ては、M&A 専門業者、取引のある金融機関等が考えられる。それぞれの相談先の特徴は、
「第３ 農業分野の経営継承における支援機関等」の「1 各支援機関」に記載しているの
で必要に応じて参照されたい。 
マッチングを進める際に出し手が受け手候補先に開示する詳細資料には、非公開の情報

（財務情報、株主や従業員に関する情報、販売先等の顧客情報や営農ノウハウ等のほか、継
承を検討している事実そのものも対象となる。）が含まれているため、秘密情報の保護義務
を明確にする必要がある。秘密情報の保護は、双方が締結する秘密保持契約書によるほか、
受け手候補先が差し入れる秘密保持誓約書によっても、出し手の秘密情報保護の目的を達
成することが可能である。 

 
（イ）マッチングの留意点  

支援機関を通じてマッチングを進める場合、その進め方は支援機関によって異なるため、
事前に確認しておく必要がある。特にマッチングを希望する候補先や打診を避けたい先が
ある場合は、事前に支援機関に伝えるとともに、打診の優先順位についても、十分に話し合
うことが望ましい。また、支援機関によってはマッチング段階（候補者リスト作成、候補者
への接触）から費用が発生する可能性があるため、費用の有無や金額についても留意してお
く必要がある。 
仮に、候補先とのマッチングが連続して不調に終わったとしても、その後に事業を評価す

る候補先が現れて、第三者継承が成立する可能性がある。それでもなお、出し手が受け手を
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見つけることができない場合には、別の支援機関への依頼も検討されたい。別の支援機関に
依頼する場合、元の支援機関に相談し了承を得ることが考えられる。 
ただし、元の支援機関との契約に専任条項がある場合は了承が得られないこともある。そ

の場合には、契約期間の満了を待つか契約を解約した上で、別の支援機関に依頼する等の対
応が考えられる。また、支援機関との契約終了後に受け手と契約が成立した場合にも、一定
期間内であれば支援機関への報酬が発生する旨（テール条項）が規定されていることもある
ため、留意しておく必要がある。 
候補先がなかなか見つからない場合には、適宜、支援機関にその理由を確認する等して分

析した上で、第三者継承に向けた活動を継続するか検討することが望ましい。 
 

 イ  企業価値評価  

企業価値評価とは、企業の経済的価値を定量的に算定するプロセスであり、出し手と受け
手の価格交渉の目安の一つとなるため、第三者継承において非常に重要なプロセスである。 
企業価値評価を行う際には、事業価値、企業価値、株主価値という３つの概念を明確に区

別することが求められる。 
なお、３つのうちどの価値を重視するかは、評価の目的や利用者の立場によって異なるた

め、留意が必要である。 
 

（ア）３つの価値の概念 *10 

事業価値は、事業から創出される価値であり、単なる静態的な純資産価値にとどまらず、
会社の超過収益力を示すのれんや、貸借対照表に計上されない無形資産・知的財産価値を含
めた価値である。農業分野においては、取引先ネットワーク、栽培技術、地域ブランド力と
いった目に見えない資産が事業継続性や競争優位性に関係する。このような無形資産は定
量化が難しく、評価に際しては財務情報だけでなく、事業の持続可能性や市場での信頼性を
総合的に考慮する必要があることから、慎重に検討し、場合によっては専門家による定性評
価を組み合わせることが求められる。 
企業価値は、事業価値に加えて、非事業資産（事業で使用していないハウスや、非耕作農

地等の売却可能な遊休資産等）を含めたものである。 
株主価値は、企業価値から有利子負債等の他人資本を差し引いた、株主に帰属する価値で

ある。算定に当たっては、種類株式の取扱や少数株主持分の減算等、追加的な調整が必要と
なる。 
企業価値評価は、この事業価値、企業価値、株主価値の３つの違いを理解した上で、適切

に評価を行うことが重要である。 
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図表 2-6 企業価値評価の概念図 

 
 

（イ）「価値」と「価格」  

企業価値評価は、第三者継承において非常に重要なプロセスであるが、企業価値評価にお
いて求められた「価値」と、実際の継承時の「価格」は異なる。 
一般的には、出し手は可能な限り高い価格での譲渡を志向する一方、受け手は可能な限り

低い価格での取得を志向する。また、評価に際して、受け手は出し手と比べて情報が限定的
であるため、法務、税務・財務、事業等のデュー・ディリジェンス（詳しくは、「オ デュ
ー・ディリジェンス」参照）を実施し、潜在的なリスクを織り込んで提示価格を決定する必
要がある。さらに、受け手は自社との統合によるシナジーを考慮し、価格を算定することも
ある。 
最終的な価格は交渉の過程で決定されるが、企業価値評価は出し手と受け手で異なる立

場から行われるため、受け手が提示する価格及びその根拠に疑義のある場合は、出し手は企
業価値評価に精通した支援機関にも相談した上で判断することが望ましい。 

 
（ウ）企業価値評価の手法  

代表的な企業価値評価手法としては、コストアプローチによるもの（簿価純資産法、時価
純資産法）、マーケットアプローチによるもの（類似会社比較法、類似取引比較法）、イン
カムアプローチによるもの（DCF 法、収益還元法、配当還元法）がある。実際に企業価値

企業価値

事業用
資産/負債

(純額)

有利子
負債等

非事業用
資産

純資産 事業価値

非事業用
資産

株主価値

有利子
負債等

事業価値 企業価値 株主価値貸借対照表

時価で評価

将
来
C
F
に
基
づ
き
算
定

※ CF：キャッシュフロー
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評価を行うに当たっては、これらのうち１つの手法のみで判断するのではなく、それぞれの
手法の考え方を総合的に判断し、評価を行うことが望ましい。 

 
図表 2-7 代表的な企業価値評価手法 

 

 
 a コストアプローチ  

 コストアプローチは、その企業の一時点における静的な価値を評価するものであり、貸
借対照表上の純資産に着目して評価するため分かりやすいという特徴がある。企業の純資
産価値を株式の価値とみなす方式であり、静的な価値（純資産価値）を示す。評価方法と
しては、主に簿価純資産法と時価純資産法等がある。 
簿価純資産法は、現行の会計制度に基づく企業の客観的価値を表すものであり、決算書資

料だけで短時間に算出できる利点がある。しかし、土地や有価証券等に含み損益（保有して
いる資産や負債の時価評価によって生じる未実現の利益や損失）が多額に存在する場合、価
値を正確に評価できないという欠点がある。 
一方、時価純資産法は、資産・負債を時価評価した上で純資産を算出するため、評価時点

での資産の含み損益を反映し、より実態に即した評価が可能である。ただし、資産・負債の
詳細な情報が必要であり、評価に手間がかかるという制約がある。 

企
業
価
値
評
価
手
法

コストアプローチ

マーケットアプローチ

インカムアプローチ

簿価純資産法

時価純資産法

類似会社比較法

類似取引比較法

DCF法

収益還元法

配当還元法

※ その他の企業価値評価の代替手法として、年買法（年倍法）がある
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このアプローチは、事業の将来性や収益力を反映しないため、成長企業や収益性の高い企
業の評価には不向きであるが、資産重視型の企業評価には適している。 
 
 b マーケットアプローチ  

 マーケットアプローチは、市場（マーケット）の先例や類似取引を参考にして価値を評
価するものであり、考え方がシンプルであることから、実際の現場ではよく利用・応用さ
れる。評価手法としては、類似会社比較法と類似取引比較法等がある。 
類似会社比較法は、証券取引所に上場し取引されている会社の情報を基に評価を行う方

式であり、代表的な指標には、PER（株価収益率）、PBR（株価純資産倍率）、EV/EBITDA
等がある。市場の評価を反映できる点で合理的であるが、非上場企業の場合、類似会社の選
定や財務指標の調整が難しいという課題があり、特に農業分野は非上場企業が多いため、適
切な類似会社が存在しない場合があることに留意が必要である。また、株価は市場環境や投
資家心理に左右されるため、短期的な変動リスクを考慮する必要がある。 
類似取引比較法は、過去の同業他社で算定された評価を参考にし、評価を行う方式である。

本方式は、同業他社の類似した取引事例や適切な類似業種が見つからない場合には、適用で
きないか違和感のある算出結果となることがある。 
 
 c インカムアプローチ  

 インカムアプローチは、対象会社が将来生み出す配当、利益、キャッシュフローに基づい
て評価するものである。キャッシュフローベースでの評価を行う DCF 法、利益ベースでの
評価を行う収益還元法、配当ベースでの評価を行う配当還元法等がある。いずれも、それぞ
れの収益を割引率によって現在価値として評価する方法である。 
インカムアプローチの中で、企業価値評価を行うときによく用いられるのが DCF 法（デ

ィスカウント・キャッシュフロー法）である。DCF 法は、事業を行うことによって生み出
される将来のフリーキャッシュフローに注目し、現在の価値に割り引いて事業価値を算出
する手法である。割引率には通常、加重平均資本コスト（WACC）が用いられ、資本構成や
リスクを反映する。DCF 法の評価の対象は事業価値であり、企業価値の算定においては、
事業価値に事業に直接的に供されていない非事業用資産の価値を加算する。 
このアプローチは、将来の業績を評価に反映でき、今後成長が見込まれる企業には適して

いるが、キャッシュフロー予測や割引率の設定に不確実性が伴うため、前提条件の妥当性が
評価結果に大きく影響することに留意が必要である。 
 
 d その他  

その他の企業価値評価の代替手法として、年買法（年倍法）がある。 
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年買法とは、対象企業が将来一定期間にわたって生み出す利益を基準に、その利益に一定
の倍率である年買率を掛けて企業価値を算定する方法である。評価に用いる利益は、過去数
年間の平均利益や将来予想利益を基準とすることが多く、過去実績を重視する場合は、複数
年の平均値を採用することで安定性を確認する。また、年買率は、企業の業種、収益の安定
性、成長性、リスク等を考慮して設定される。 
年買法は計算が容易であり、詳細なキャッシュフロー予測や複雑な割引計算を必要とし

ないため、中小規模の第三者継承の実務では広く利用されている。一方で、年買率の設定に
は明確な基準がなく、評価者の経験や市場慣行に依存する部分が大きいため、主観が入りや
すいという課題がある。そのため、年買法は単独で用いるのではなく、他の評価手法と併用
し、総合的な判断を行うことが望ましい。 
 
 ウ  農業資産の評価  

企業価値評価では、資産ごとの特性やリスクを反映させるため、事業に用いられている個
別資産についても評価を行う必要がある。理論的には、全ての資産について時価評価が行わ
れることが望ましいが、実務上は、企業価値に与える影響が大きい主要な資産を中心に時価
評価を行い、その他の資産については簿価等を用いて整理するケースも少なくない。 
農業資産の評価では、営農を継続する前提で評価をするのか、あるいは資産の処分を前提

で評価するのかによって、資産の価値が異なり得る点に留意が必要である。さらに、営農を
継続する場合でも、継承後に出し手が営農に関与するか、関与する場合はどの程度の期間残
るかが資産の経済的価値に影響する可能性がある。一般的には、資産処分の前提よりも営農
継続の前提の方が、価値が高く算定される傾向がある。 
農業経営における主な資産は、（ア）土地及び農地、（イ）施設、（ウ）機械設備・資材、

（エ）生物（牛、豚、鶏、果樹等）があり、営農類型によって時価評価の対象として重視す
べき資産が異なる。農業分野の第三者継承においては、これらの資産の個別の評価が企業価
値評価の結果に大きな影響を与え得る点に留意する必要がある。 
 

図表 2-8 営農類型別の主な評価資産  
土地利用型 施設園芸 果樹 畜産 

（ア）土地及び農地 〇 〇 〇 〇 
（イ）施設 △ 〇 △ 〇 
（ウ）機械設備・資材 〇 〇 △ △ 
（エ）生物 
（牛、豚、鶏、果樹等） 

― ― 〇 〇 
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注）〇…基本的に評価対象となる 
△…出し手の事業内容・規模により、保有している場合としていない場合があり、
保有している場合は評価対象となる 
―…評価対象外（保有していない） 

 
（ア）土地及び農地  

土地及び農地の評価を行うに当たっては、それらの位置、形状、接道状況、地勢、排水条
件等の物理的状況を把握した上で評価を行う必要がある。これらの要因は、土地及び農地の
利用可能性や経済性を通じて地価の水準に影響を与えることから、税務上の評価水準を参
照しつつも、個々の土地の個別性を踏まえ、実際の取引事例との整合性を検証することが重
要とされる。その際には、公開されている土地や農地の売買実績データを参照するとともに、
不動産鑑定士等の専門家の意見を聴取し、時価の妥当性を判断する必要がある。 
そのほか、土地（農地以外）は、宅地・⽥・畑・⼭林等の地⽬ごとに評価を行う*４。評価

に当たって、路線価（国税庁が毎年公表する土地の評価額）が定められている地域は路線価
⽅式、路線価が定められていない地域は倍率⽅式（その固定資産税評価額に、国税庁が定め
る⼀定の倍率を乗じる方式）等により評価する方法がある。 
また、農地は純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の４種類に区分し、それぞ

れ図表 2-9 のような評価方法がある*４。 
 

図表 2-9 農地の評価方法 
項目 内容 

純農地の評価及び
中間農地の評価 

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率⽅式により評価する。 

市街地周辺農地の
評価 

当該農地が市街地農地であると仮定した場合の価額の 80％に相当
する⾦額によって評価する。 

市街地農地の評価 宅地⽐準⽅式（その農地が宅地であるとした場合の１平⽅メートル
当たりの価額から、その農地を宅地に転⽤する場合にかかる通常必
要と認められる１平⽅メートル当たりの造成費に相当する⾦額を
控除した⾦額に、その農地の地積を乗じる方式）⼜は倍率⽅式によ
り評価する。 

（出典）農林水産省「農業の経営継承に関する手引き」 
 
なお、賃貸されている土地及び農地については、借地権その他の権利関係の内容に応じて

評価額が調整される点に留意が必要である。 
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（イ）施設  

 農業用の施設には、例えばハウス、農産物集出荷施設、温室、畜舎、農機具収納施設等が
含まれる。これらの評価に当たっては、施設の取得価額や使用状況、構造・仕様、耐用年数
等を踏まえて、個々の施設の実態に即した評価を行う必要がある。 
評価方法には、取得原価法、再調達原価法、市場価格法等がある。 
取得原価法は、施設を取得した時の価格を基礎として、国税庁が定める耐用年数（減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「耐用年数省令」と
いう。）の別表第 1 により定められている年数（図表 2-10 参照））に基づき減価償却を行
い、帳簿価格として現在の価値を算定する方法である。出し手が保有する施設は、帳簿上は
原則として取得原価法で評価が行われているため、この方法は、法人の会計帳簿に基づく客
観的な整理が可能であり、税務上との整合性も確保されやすい一方、現時点における経済的
価値（時価）との乖離が生じている可能性がある。そのため、第三者継承を行う際には、再
調達原価法や市場価格法等を用いて施設の時価評価を行うことが望ましい。 
再調達原価法は、同等の施設を新たに建設する場合に必要な費用（再調達原価）を基礎に、

経過年数や劣化状況を考慮して価値を算定する方法であり、帳簿や取得履歴が十分でない
施設についても適用可能である。市場価格法は、同種・同規模の施設が市場で取引されてい
る事例を参考に評価する方法である。 
農業用施設は一般に市場流通性が低いため、時価評価に当たっては、市場価格法よりも再

調達原価法を用いることが多い。このため、農業用施設の評価に知見を有する不動産鑑定士
等の専門家の意見を参考にし、時価の妥当性を検証することが望ましい。 

 
図表 2-10 主な農業用施設の法定耐用年数 

種類 構造又は用途 細目 耐用年数 
建物 金属造（骨格材の肉厚 4mm

超） 
倉庫用、車庫用、飼育用 31 

建物付
属設備 

電気設備（照明設備含む） その他のもの 15 
給排水・衛生設備、ガス設備 

 
15 

構築物 農林業用のもの 主として金属造のもの 14 
主として木造のもの 5 
土管を主としたもの 10 
その他のもの 8 

舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷 15 
アスファルト敷 10 

 （出典）耐用年数省令をもとに作成 
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（ウ）機械設備・資材  

 農業用の機械設備（固定資産）には、例えばトラクター、コンバイン、乾燥機等が含まれ、
農業用の資材には、例えば肥料、農薬、飼料等がある。 
施設と同様、農業用の機械設備も帳簿上は、原則として取得原価法により評価されている。

農業用の機械設備の法定耐用年数は 7 年が基本であるが、実務上は法定耐用年数を超えて
継続使用される例も多く、帳簿上は適切な減価償却が実施されていても、中古市場において
一定の取引価格が形成されていることがある。このため、機械設備の時価評価に当たっても、
法定耐用年数による帳簿価額の確認にとどまらず、中古市場における取引情報等を収集し、
再調達原価法や市場価格法等を用いて時価評価が行われることが望ましい。 
農業用の機械設備は、施設と比較すると、中古市場での流通が一定程度存在することから、

再調達原価法よりも市場価格法を選択しやすい資産区分である。ただし、一般的な機械設備
と比較すると流動性は必ずしも高くなく、機種、使用年数、稼働時間、整備状況による価格
のばらつきも大きいため、農業用の機械設備の専門業者等の意見を参考にし、妥当性を検証
することが有効である。 
農業用の資材（棚卸資産）については、原価法又は時価法により評価する。原価法は、購

入時の単価を基に、在庫数量を乗じて評価する方法であり、在庫管理台帳が整備されている
場合に有効であるが、仕入時期が古い場合には市場価格との乖離に留意する必要がある。時
価法は、市場価格が著しく変動している場合に、直近の市場価格を基に評価する方法であり、
特に肥料や飼料等価格変動の大きい資材に適している。 
資材の評価に当たっては、現物確認による在庫数量の正確性、保管状況の悪化による品質

低下、不良在庫の有無、税務・会計基準との適合性を確認することが重要である。また、市
場価格の著しい下落が認められる場合には減損処理の要否を検討し、税務・会計基準に従っ
た評価を行うことが求められる。 
 
（エ）生物（牛、豚、鶏、果樹等）  

農業特有の減価償却資産として「生物」がある。果樹等の永年性作物や繁殖用の家畜等が
これに該当し、複数年にわたり生産活動に供される場合には、固定資産として計上される。 
評価に当たっては、帳簿価額が必ずしも当該生物の現在の経済的価値（時価）を適切に反

映していない場合があることに留意が必要である。特に生物は年齢や健康状態、生産能力に
より価値が大きく変動するため、帳簿価額の確認にとどまらず、時価を意識した評価を行う
観点から、現物確認を行うことが重要である。また、生物には繁殖用生物や果樹のように固
定資産として扱われるものと、肥育牛や収穫前作物等のように、棚卸資産として扱われるも
のがあるため、資産区分の判定を誤らないことが重要である。 
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一般的な固定資産の減価償却は当該資産を事業の用に供した時点から開始されるが、生
物の減価償却は当該生物が成熟の年齢又は樹齢に達した月（成熟の年齢又は樹齢に達した
後に取得したものについては、取得の月）から減価償却を開始することができる。成熟の時
点とは、生物のうち乳牛については初産分娩時、乳牛を除く繁殖用生物については初産のた
めの種付け時とされ、牛馬等については通常事業の用に供される年齢とする。ただし、現に
事業の用に供するに至った年齢がこれらの年齢より後となる場合には、実際に事業の用に
供するに至った年齢をもって成熟の時点とする。果樹については、当該果樹の償却費を含め
て、通常の場合におおむね収支が相償うに至ると認められる樹齢を成熟時点とする。 
なお、これらによる年齢又は樹齢の判定が困難な場合には、法人税基本通達（昭和 44 年

5 月 1 日付け直審（法）25 国税庁長官通達）で定められた年齢又は樹齢によることができ
る。また、生物の法定耐用年数は、耐用年数省令の別表第４により定められている（図表 2-
11 参照）。 
なお、企業価値評価や第三者継承の場面においては、これらの耐用年数や帳簿価額による

整理に加え、生物の現時点における市場価値（時価）を把握することが重要である。このた
め、関係分野の専門家の意見を参照するなど、生物の生理・健康状態や生産能力に関する専
門的知見を踏まえて、その妥当性を検証することが望ましい。 
 

図表 2-11 主な生物の法定耐用年数及び成熟の年齢又は樹齢 

種類 用途 細目 
耐用 
年数 

成熟の年齢 
又は樹齢 

牛 

繁殖用 
役肉用牛 6 満 2 歳 
乳用牛 4 満 2 歳 

種付用 
役肉用牛 4 満 2 歳 
乳用牛 4 満 2 歳 

その他用   6 満 2 歳 

馬 

繁殖用   6 満 3 歳 
種付用   6 満 4 歳 
競走用   4 満 2 歳 
その他用   8 満 2 歳 

豚 
種付用   3 満 2 歳 
繁殖用   3 満 1 歳 

かんきつ樹 
温州   28 満 15 年 
その他   30 満 15 年 

りんご樹 わい化りんご   20 満 10 年 
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その他   29 満 10 年 

ぶどう樹 
温室ぶどう   12 満 6 年 
その他   15 満 6 年 

なし樹    26 満 8 年 
桃樹     15 満 5 年 
桜桃樹     21 満 8 年 
びわ樹     30 満 8 年 
くり樹     25 満 8 年 
梅樹     25 満 7 年 
かき樹     36 満 10 年 
あんず樹     25 満 7 年 
すもも樹     16 満 7 年 
いちじく樹     11 満 5 年 
茶樹     34 満 8 年 

（出典）法人税基本通達及び耐用年数省令もとに作成 

 
 エ  基本合意 *５ 

 マッチングの後、出し手・受け手の経営者同士の面談（トップ面談）等、お互いの希望条
件等の擦り合わせのための交渉を経て、出し手と受け手の双方が次のプロセスに進むこと
を判断した場合であって、最終契約までに調査・交渉する事項が残っているときは、お互い
が取引実行の確度を信頼して資金調達を含めた準備や社内意思決定を行うことを目的とし
て、基本合意を締結することがある。 
基本合意には、取引実行の意向を両当事者が持っていることの確認のほか、締結時点にお

いて合意できている事項の大枠を記載する。具体的には譲渡対価の予定額（デュー・ディリ
ジェンスの結果に応じて決定する前提で、下限額や金額幅を記載する等の方法がある。）や
取引実行の前提条件（事業の一部ではなく全部を譲渡すること、従業員を全て継承すること
等、合意できなければ取引自体を実行しないことになるような条件があれば記載すること
が望ましい。）、最終契約締結までのスケジュールの目途や協力義務等が規定されることが
多い。 
なお、基本合意を締結しても、最終契約で合意できなければ取引を実行する法的な義務は

発生しないことが法的拘束力の不存在といった記載で明記される。ただし、他の相手と譲渡
交渉をすることを禁止する独占交渉権や秘密保持義務（別途秘密保持に関する合意をして
いる場合には不要）等については、違反について法的責任が発生する旨規定されることが一
般的である。したがって、合意を行うに際しては、法的拘束力を持たない事項も含めて、記



35 

 

載内容を遵守する意思が変わることがないか、変わるとすればどのような条件が関係する
のか、慎重に検討の上、調印することが大切である。 

 
 オ  デュー・ディリジェンス *５ 

デュー・ディリジェンスとは、主に受け手が、出し手の法務、税務・財務、事業リスク等
の実態について、出し手自身やフィナンシャル・アドバイザー（以下「FA」という。）や士
業等専門家等を活用して調査する工程であり、譲渡対価の精査や、判明した実態を踏まえて
事業の改善を行うこと等の目的で行われる。 
デュー・ディリジェンスにより、受け手は客観的資料に基づき第三者継承の実行可否を判

断し、実行する場合には最終契約に定める内容・条件（譲渡額、表明保証、補償等）の調整
を行うことができるとともに、PMI（継承後における事業の統合に伴う作業）に資する有益
な情報を取得することができる。また、出し手は、最終契約において事業の状態に問題がな
いという事実を表明し、その事実が真実ではない場合には補償責任を負うという表明保証
を行うことを要請されることが一般的であるが、デュー・ディリジェンスを通じてこのよう
な表明をできない事項を特定して契約に反映し、受け手が認識していた事実に基づいて補
償請求を受けることがないように手当てを行うことが重要である。 
デュー・ディリジェンスの進め方としては、受け手が FA や士業等専門家に調査を依頼し、

調査に際して出し手は大量の資料提出を要求されることが一般的である。出し手が小規模
企業の場合、会計帳簿や各種規程類等が十分に整備されていない場合が多い。そのため、出
し手の支援機関は、今後求められることが想定される書類やデータ等の準備を早い時期か
ら促し、出し手をサポートすることが望ましい。また、出し手が、第三者継承に関して社内
（役員・従業員等）への情報開示を行っていない場合は、その非開示の役員・従業員等に悟
られずに実施する等の工夫が必要である。 
デュー・ディリジェンスにおいて、どのような調査を実施するかについては、受け手の意

向を受けて双方合意のもとで決定することが望ましい。デュー・ディリジェンスは、想定し
得るリスク全般について調査することもあれば、対象事項等を限定して簡易な形で行うこ
ともあり、調査の密度は様々である。第三者継承の実務においては、受け手が専門家費用を
投じて本格的なデュー・ディリジェンスを行うことなく、出し手の数年分の税務申告書の確
認と出し手経営者へのヒアリング等の調査だけで終えることもある。ただし、デュー・ディ
リジェンスは出し手・受け手双方にとって重要なプロセスであり、予算等の制約がある場合
であっても、検討対象を絞る等の工夫をして実施することが望ましい。 
なお、出し手が行うデュー・ディリジェンスをセラーズデュー・ディリジェンスという。

セラーズデュー・ディリジェンスで第三者継承時に課題となり得る事項の抽出・整理をする
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ことで、受け手に対して自社の透明性を高め、継承のスピードや確実性を向上させることが
できる。 

（ア）法務デュー・ディリジェンス  

 法務デュー・ディリジェンスとは、対象企業の抱える法的なリスク等についての調査であ
る。特に株式譲渡の手法を選択する場合には、出し手の抱える法的なリスクをそのまま引き
継ぎやすいため、全般的かつ網羅的な法務デュー・ディリジェンスを行うことが多い。その
場合には、一般的に、会社組織、重要な契約、コンプライアンス、資産及び負債、人事・労
務、食品管理、訴訟・紛争、規制・許認可、環境問題といった観点から調査するケースが多
い。 
具体的には、以下のような調査が実施されることがある（図表 2-12）。 

 
図表 2-12 法務デュー・ディリジェンスでの調査例 

調査対象 内容 
会社組織 登記簿謄本、定款、株主名簿 

株式の発行状況、譲渡制限の有無 
取締役会・株主総会の開催状況 

重要な契約 主要取引先との契約書（売買、業務委託、リース等）の締結
状況 
農地賃貸借契約の締結状況 
長期契約・独占契約・解除条件の有無 
変更・更新条項、違約金条項の有無 

コンプライアンス 法令遵守体制・業界ガイドライン遵守体制の整備状況 
贈収賄・反社会的勢力排除体制の整備状況 
過去のコンプライアンス違反履歴 

資産及び負債 資産における所有権、担保権等の設定状況 
金銭消費賃貸借の契約内容 

人事・労務 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿、雇用
契約書、就業規則の内容 
36 協定の遵守体制 
社会保険適用状況、労災保険加入状況、安全管理体制、教
育・マニュアルの整備状況、過去の事故対応 
未払残業代、労働組合との協定、労働争議の有無 

食品管理 HACCP に沿った衛生管理、食品表示 
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訴訟・紛争 現在係争中の訴訟、過去の訴訟履歴 
潜在的な紛争リスク（取引先、労務、環境、地域） 

規制・許認可 業種特有の許認可（農地転用許可、食品衛生法（昭和 22 年
法律第 233 号）に基づく営業許可・届出等） 
許認可の有効期限、更新状況 
違反履歴や行政指導の有無 
補助事業により取得した資産に係る使用・処分権限の有無、
承認要否及び補助金返還義務の有無 

環境問題 環境規制の遵守状況 
産業廃棄物の処理、排水・排ガス基準への対応状況 
土壌汚染リスクへの対応状況 

 
特に重要なことは、法的な問題点が判明したときに、それが第三者継承実行にどのような

影響を及ぼすのか把握することである。判明した法的なリスクや現実的な対応策について
は、出し手と協議できるように整理しておくことが望ましい（法務デュー・ディリジェンス
前に法的な問題点が判明した場合も同様である。）。 
 

（イ）税務・財務デュー・ディリジェンス  

 税務デュー・ディリジェンスは、主に税理士に依頼して対象会社の企業価値に影響する潜
在的な税務リスク（例えば、過去の申告内容の誤りによる追徴課税等）の把握等の観点から
必要に応じて行うものであり、実行に当たっては、受け手が税理士と協議の上、調査対象範
囲や対象年度、手法を決定することとなる。 
財務デュー・ディリジェンスは、主に公認会計士や税理士に依頼して実施するデュー・デ

ィリジェンスで、具体的には、出し手の過去の実績や現在の財務状態を調査し、財務リスク
の特定や収益性の確認を行うことを目的としている。 
財務デュー・ディリジェンスの調査範囲や調査手法は、主に依頼者となる受け手が、どの

ような譲渡スキームを前提にどの程度のリスクを容認できるのか、調査にどの程度の時間
やコストを掛けられるのかによって異なる（例えば、株式譲渡スキームを前提とする場合に
は、簿外債務・偶発債務も含めた全般的な調査を要することが多い。）。財務デュー・ディ
リジェンスの結果は、譲渡対価や譲渡スキーム等を修正したり、第三者継承そのものを取り
やめたりするといった判断の際に、重要な判断要素となり得る（例えば、財務デュー・ディ
リジェンスの結果、多大な簿外債務・偶発債務が発見された場合には、当初予定していた株
式譲渡スキームから、事業譲渡スキームへと変更を余儀なくされることもある。）。また、
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財務デュー・ディリジェンスの結果は、単に譲渡条件の調整に利用されるだけでなく、把握
したリスク要因や問題点がクロージング後の統合作業（PMI）時に、有用な情報としても活
用される。 
 税務デュー・ディリジェンス及び財務デュー・ディリジェンスは、それぞれ行われること
もあるが、実務上は一体の調査として実施されることが多い。 
具体的には、以下のような調査が実施されることがある（図表 2-13）。 
 

図表 2-13 税務・財務デュー・ディリジェンスでの調査例 
調査対象 内容 

資産の評価 棚卸資産（農産物・資材・肥料・飼料等）の評価方法、陳腐
化の有無 
農機具、温室設備、灌漑設備等固定資産の評価 
設備の維持・補修計画の妥当性、耐用年数の検証 

負債・債務の確認 借入金の条件、返済スケジュール 
リース債務（農機具、施設リース等）の内容 
買掛金、未払費用、従業員関連引当金の整合性 

各種税務申告の適正性 法人税、消費税、償却資産税等の申告内容の確認 
農業特有の税務処理（収穫物評価、補助金の益金算入時期） 
青色申告承認、特別控除の適用状況 

税務リスク 
（潜在債務） 

固定資産の耐用年数・減価償却の妥当性 
補助金・助成金の税務処理（益金算入、返還時の取扱い） 
農業機械・設備のリースの税務上の分類 

税務調査履歴 過去の税務調査の有無 
指摘事項・修正申告の内容 
未解決の税務リスクの有無 

 

（ウ）事業デュー・ディリジェンス  

 事業デュー・ディリジェンスは、出し手の事業の実態・収益力・将来性を把握するために
行う調査である。出し手の商流や収益構造といったビジネスモデルを整理し、外部環境・内
部環境からマーケット（市場）における競争力を分析し、事業の将来性や受け手との統合に
よるシナジーの検討等を行うことを目的としている。 
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事業デュー・ディリジェンスは、業界の専門知識が必要になるため、受け手がその業界に
精通している場合には、受け手自身が行うケースが多い。ただし、受け手にその業界の専門
知識がない場合は、業界の専門家や中小企業診断士等に依頼することも考えられる。 
 具体的には、以下のような調査が実施されることがある（図表 2-14）。 
 

図表 2-14 事業デュー・ディリジェンスでの調査例 
調査対象 内容 

事業構造・モデル分析 収益源（製品・サービス別、地域別） 
コスト構造（固定費・変動費の割合） 
競争優位性（ブランド、技術、立地） 

市場・競合分析 市場規模・成長率 
競合他社の動向、シェア比較 
規制・業界トレンド（農業なら補助金、輸出入規制等） 

顧客・仕入先分析 顧客集中度（上位顧客の売上比率） 
契約条件（長期契約、価格改定条項） 
仕入先依存度、代替可能性 

商品・サービス評価 主力商品・サービスの生産・提供工程 
技術力・品質管理体制 
新商品開発力、研究開発状況 

オペレーション・ 
サプライチェーン 

生産能力、稼働率、在庫管理、物流体制 
外注・委託への依存度と代替可能性 

将来計画・投資計画 中期経営計画の実現可能性 
設備投資・資金調達の必要性 
成長戦略（新市場、海外展開） 

 
 第三者継承では、法務や税務・財務リスクの検討だけでなく、出し手の事業の持続可能性
を確認することが非常に重要である。 
 
（エ）農業特有の観点  

農業経営の分野においてデュー・ディリジェンスを実施する際に想定される特有の論点
を、農地、補助金、制度・認証、施設及び機械設備、資材、栽培環境、地域の状況の観点か
ら整理する。 
なお、これらの内容は参考資料１「チェックリスト」にも整理しているので、必要に応じ

て参照されたい。 
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 a 農地  

農地は、農業生産の基盤であり、かつ法令による規制を受ける点で農業特有の確認ポイン
トである。本項では、法令に基づく所有・貸借、転用に関するポイントを挙げ、農地を構成
する土壌や水利条件についての説明は、「f 栽培環境」に記載する。 

 
（a）農地の利用（農地所有適格法人の要件等） *11 

はじめに、全体像を把握するため、所有あるいは貸借により利用している農地について地
目、耕作面積、所有・貸借の別が整理されていることを確認する。この際、農地の位置が地
図として整理されていると視覚的に把握しやすい。 
帳票や地図で全体を把握したのち、その権利や利用方法について確認する。 
農地は、農地法や農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号。以下「農

振法」という。）により、その権利の設定や移転、転用等に制限がある。農地の権利を取得
する場合には、農地の全てを効率的に利用すること、周辺の農地利用に支障がないこと等の
要件を満たす必要がある。 
また、法人の場合、農地を所有できるのは農地所有適格法人に限られている（図表 2-15）。 
 

図表 2-15 農地所有適格法人の要件 
区分 内容 

法人形態 株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、持分会社 
事業内容 主たる事業が農業（自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含

む。）であること 
議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること（会社法第 108 条第１項第８号

の種類株式を発行している場合は、当該株式の種類株主総会においても、
農業関係者が総議決権の過半を占めること） 

役員 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること 
役員又は重要な使用人が１人以上農作業に従事すること 

 

このため、出し手が法人として所有する農地を継承後も継続して所有し続けたい場合、継
承後の法人が農地所有適格法人の要件を満たすかどうか確認の上、農業委員会等に相談す
る必要がある。 
なお、2025 年 4 月１日より農業経営発展計画制度が始まり、認定農業者として一定の実

績があること等の要件を満たす農地所有適格法人が、取引実績のある食品事業者等との出
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資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定によって
議決権要件の特例を受けることができるようになった。 
また、農地所有適格法人の要件を満たさない一般の会社法人であっても、賃貸借又は使用

貸借の場合に限って、一定の要件を満たすことにより、いわゆるリース法人として、農地の
権利を取得することが認められる（図 2-16）。 

 
図 2-16 リース法人として農地の権利を取得する要件 

要件 備考 
貸借契約に解除条件が付されて
いること 

農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること 

地域における適切な役割分担の
もとに農業を行うこと 

集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動
への参画等 

業務執行役員又は重要な使用人
が１人以上耕作の事業に常時従
事すること 

農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に
関するものであっても可 

 
（b）農地の転用 *12 

農地を農地以外の用途に転用する場合には、農地法に基づく都道府県知事（又は農林水産
大臣の指定を受けた市町村長）の許可を受ける必要があり、農業生産に必要な育苗施設や集
出荷施設等の農業用施設であっても原則許可が必要となる。 
そのため、継承後の戦略を踏まえ、将来的に農地に施設を建設する予定の場合には、転用

手続の窓口である地元の市町村農業委員会等に相談しておく等の対応が必要である。特に、
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地は、原則
転用が不許可であるため注意を要する。 
 
 b 補助金  

国、都道府県、市町村の補助事業を活用して導入した施設や機械設備の資産を継承すると
き、当該資産には使用・処分制限が付されている可能性があるため、補助事業の窓口になっ
た地方公共団体や地方農政局等に申請を行わなければならない場合がある。 
例えば、農林水産省の補助金においては、補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分等の承認基準について（平成 20 年 5 月 23 日付け 20 経第 385 号農林水産省大
臣官房経理課長通知）に基づき、補助事業を活用して導入した資産を補助事業の交付の目的
に反して使用、譲渡（有償又は無償）、貸付け等する場合には、原則、行政機関の承認を要
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する*13。また、この際の承認条件として、補助金の返還を求められることもある（図表 2-
17）。 
そのため、補助事業により取得された資産が存在する場合には、早期に補助事業を担当す

る行政機関へ確認を行い、承認手続や補助金返還の要否を整理する必要がある。 
補助事業を活用して導入した施設や機械設備の取扱いは、資産の時価評価や事業継承後

の資産の利用可能性に直接影響する重要な論点である。 
 
図表 2-17 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準 

処分区分 承認条件 国庫納付額 備 考 
目的
外使
用 

補助目的に従っ
た補助対象財産
の使用を継続す
る場合 

国庫納付 
（ただし、備考の場合
は国庫納付は不要と
し、当該補助対象財産
の利用状況を報告する
こと（注１）） 

目的外使用部分に対する
残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に国
庫補助率を乗じた金額を
国庫納付する。 
（注４）なお、許認可等
を受け、補助対象財産の
未活用部分の目的外使用
により生じる収益（収入
から管理費その他に要す
る費用を差し引いた額）
に国庫補助率を乗じた金
額を国庫納付する。 

本来の補助目的の遂行に支障を
及ぼさない範囲内で、補助対象
財産の遊休期間（農閑期等当該
補助対象財産を使用しない期間
をいう。以下同じ。）内に一時
使用する場合、承認までに他の
法令に基づく許認可等を受ける
ことが明らかであり、補助対象
財産が有する本来の能力の未活
用部分について、収益を得るこ
となく使用する場合（注３）又
は自己の責任において当該補助
対象財産と同等の機能を有する
他の財産を新たに確保し、補助
条件を承継する場合は、国庫納
付を要しない。 

補助目
的に従
った補
助対象
財産の
使用を
中止す
る場合 

道路拡
張等に
より取
り壊す
場合 

国庫納付 財産処分により生じる収
益（損失補償金を含
む。）に国庫補助率を乗
じた金額を国庫納付す
る。 

自己の責に帰さない事情等やむ
を得ないものに限る。 

上記以
外の場
合 

国庫納付 残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に国
庫補助率を乗じた金額を
国庫納付する。（注４） 

- 

譲渡 有償 国庫納付 
（ただし、備考の場合
は国庫納付は不要と
し、当該補助対象財産
の利用状況を報告する
こと（注２）） 

譲渡契約額、残存簿価又
は時価評価額のうち最も
高い金額に国庫補助率を
乗じた金額を国庫納付す
る。（注４） 

以下のいずれかに該当し、補助
対象財産の処分制限期間の残期
間内、補助条件を承継する場合
は、国庫納付を要しない。 
ア 補助対象財産の所有者の法人
化に伴い、当該補助対象財産を
設立された法人へ譲渡し、経営
に同一性・継続性が認められる
場合イ 補助対象財産を所有する
法人が、事業の効率化等による
収益力の向上を図るため、当該
補助対象財産を当該法人が議決
権の過半数を有する別法人に譲
渡する場合 

無償 国庫納付 
（ただし、備考の場合
は国庫納付は不要と
し、当該補助対象財産
の利用状況を報告する
こと（注２）） 

残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に国
庫補助率を乗じた金額を
国庫納付する。（注４） 

補助対象財産の処分制限期間の
残期間内、補助条件を承継する
場合は、国庫納付を要しない。 



43 

 

交換 下取交換の場合 補助対象財産の処分益
を新規購入費に充当
し、かつ、旧財産の処
分制限期間の残期間
内、新財産が補助条件
を承継すること 

  

下取交換以外の
場合 

交換差益額を国庫納
付、かつ、旧財産の処
分制限期間の残期間
内、新財産が補助条件 
を承継すること 

交換差益額に国庫補助率
を乗じた金額を国庫納付
する。 

原則、交換により差損が生じな
い場合に限る。 

貸付
け 

有償（遊休期間
内の一時貸付
け） 

収益について国庫納
付、かつ、本来の補助
目的の遂行に影響を及
ぼさないこと 

貸付けにより生じる収益
（貸付けによる収入から
管理費その他の貸付けに
要する費用を差し引いた
額）に国庫補助率を乗じ
た金額を国庫納付する。 

 

無償（遊休期間
内の一時貸付
け） 

本来の補助目的の遂行
に影響を及ぼさないこ
と 

  

長期間（１年以
上）の貸付け 

国庫納付（ただし、備
考の場合は国庫納付は
不要とし、当該補助対
象財産の利用状況を報
告すること（注２）） 

残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に国
庫補助率を乗じた金額を
国庫納付する。（注４）
なお、漁港及び漁場の整
備等に関する法律(昭和 25
年法律第 137 号)第 37 条
の２の規定により認定を
受けた場合又は第 43 条第
１項の規定により漁港施
設等活用事業の実施に関
する計画（同法第 42 条第
２項第２号及び第３号に
掲げる事項（漁港施設の
貸付けに係るものに限
る。）が定められたもの
に限る。）の認定を受け
た場合は、貸付けにより
生じる収益（貸付けによ
る収入から管理費その他
の貸付けに要する費用を
差し引いた額）に国庫補
助率を乗じた金額を国庫
納付する。 

以下のいずれかに該当し、補助
対象財産の処分制限期間の残期
間内、補助条件を承継する場合
は、国庫納付を要しない。 
ア 補助対象財産の所有者の法人
化に伴い、当該補助対象財産を
設立された法人へ長期間貸付け
し、経営に同一性・継続性が認
められる場合 
イ 補助対象財産を所有する法人
が、事業の効率化等による収益
力の向上を図るため、当該補助
対象財産を当該法人が議決権の
過半数を有する別法人に長期間
貸付けする場合 

担保 補助残融資又は
補助目的の遂行
上必要な融資を
受ける場合 

担保権が実行される場
合は国庫納付、かつ、
本来の補助目的の遂行
に影響を及ぼさないこ
と 

残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に国
庫補助率を乗じた金額を
国庫納付する。（注４） 

（注５） 

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該補助対象財産の利
用状況を報告すること。 

（注 2）譲渡相手方又は貸付けた者が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該補助対象財
産の利用状況を報告すること。 

（注３）他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には、当該許認可等を証する書類の写しを承認前に提出すること。(*)許認可等
とは、行政手続法(平成５年法律第 88号)第２条第３号に規定する許認可等をいう。 

（注４）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合においては、
「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿価」に、「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高
い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。 

（注５）「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」第 10条により担保に係る承認を受け
た担保権が実行された場合は、財産処分を行う間接補助事業者等に対し承認を行った補助事業者等又は間接補助事業者等
は、国庫納付額の納付を求める上で必要な措置（法的措置を含む）をとるものとし、必要な措置をとったにもかかわらず国
庫納付額の一部又は全部の納付を受ける可能性が無くなった場合は、それまでに納付を受けた補助金等の額の国庫補助金等
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相当額の国庫納付をもって、当該承認に当たって補助事業者等に対し付した条件の履行が完了したものとして取り扱うこと
とする。 

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等の支出額とす
る。 

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。 
（備考３）農林水産大臣は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、他の条件を付すことができる。 
（備考４）「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」第 10条により本表を適用する場合

は、「補助目的」を「間接補助目的」に、「補助対象財産」を「間接補助対象財産」に、「補助条件」を「間接補助条
件」に、それぞれ読み替えるものとする。 

（出典）農林水産省「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」

をもとに作成 

 
 c 制度・認証（認定農業者、GAP、HACCP 等）  

法人形態や保有する認証によっては、第三者継承によって公的機関から受けられる支援
等の権利・義務、販売先の選択肢に影響を及ぼす可能性がある。これらの観点から、出し手
が適用を受けている制度・認証が継承後も適用できるかについて確認が必要になる。 
認定農業者とは、基盤強化法に基づき、市町村の基本構想に示された農業経営の目標に向

けて経営の改善を進める「農業経営改善計画」について市町村等による認定を受けた農業者
のことをいう。認定農業者となることで、経営所得安定対策（畑作物の直接支払交付金（ゲ
タ対策）、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策））のほか、金融機関による
融資（農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金）、農業近代化資金、農林漁業経営資本強化
資金）及び税制優遇措置（農業経営基盤強化準備金制度）等の支援措置を受けることができ
る。第三者継承によって、営農する区域が複数市町村にまたがる場合等は、新たに都道府県
又は国による認定を受ける必要がある。また、農用地の所在地や目標年の営農類型、融資や
税制優遇措置の活用に関わる変更があった場合は、市町村等に対して、当該計画の変更申請
を行う必要がある*14。 

GAP（農業生産工程管理）とは、農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うこ
とによる持続的な改善活動である*15。また、HACCP（Hazard Analysis and Critical Control 
Point）とは、病原微生物による汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、
それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を
確保しようとする衛生管理の手法である*16。いずれも、民間団体や自治体による認証の仕組
みがあり、販売先からこれらの認証取得を求められることがある。出し手が認証を取得して
いて、継承後もこれらの認証を維持したい場合、認証を維持するために必要な手続きを確認
する。 

 
 d 施設及び機械設備 *17 

農業生産における施設及び機械設備の状況は、生産能力やコスト構造に直結するため、農
業分野のデュー・ディリジェンスにおける重要な確認項目である。 
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主要な施設として、畜舎、ハウス、集出荷施設、貯蔵施設、堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機
具格納庫、資材の貯蔵・保管施設が挙げられる。 
これらの施設は、導入時の投資額が高額となる傾向があることに加え、長期にわたって利

用するものであるため、継承後に仕様や規模を変更するには多額の追加投資を要する。継承
時点で事業規模に見合わない過剰投資が行われていた場合は、過大な維持管理コストや減
価償却負担を伴う財務リスクとなる。逆に、過小投資や経年に伴う性能の低下が認められる
場合は、継承後に追加投資が必要になり、将来キャッシュフローに影響を与える可能性が高
い。 
具体的なポイントとして、まずは帳票等によりその種類、数量、入手時期、調達先、修繕

履歴、過去に起きた設備トラブル等を確認する。その上で、事業規模に対して過大又は過小
な投資となっていないか、必要な能力が確保されているか、配置や作業動線が効率的である
か、老朽化したり性能が劣ったりしていないかといった観点から現物を確認する必要があ
る。例えば、ハウスの場合、老朽化の度合いのほか、フィルム又はガラスの透過性等を確認
する。 
トラクター、コンバイン、田植え機、作業機等の機械設備も継承時点で過剰投資、過小投

資、経年に伴う性能の低下がある場合には、時価と帳簿価額の乖離や更新に伴う投資負担と
いった財務上の論点が生じ得る。特に、機械設備の保有点数が多い場合には、機械設備のリ
スト（台帳）と実態が乖離している場合や、長期間使用されていない機械が十分な性能を発
揮しない場合があるので注意が必要である。 
このため、これらも設備と同様に帳票等から種類、数量、稼働状況等を確認する。また、

資産台帳での確認のほか、現地でその実在性、稼働状況、性能等を確認し、事業規模に対し
て適切な機械設備が備えられているかを検証することが重要である。これは、時価評価や追
加投資要否の判断に直結するデュー・ディリジェンス項目である。 

 
 e 資材（種苗、農薬、肥料、飼料等）  

 種苗・農薬・肥料・飼料等の資材は、法令上の使用制限が存在すること、調達の安定性や
在庫品質により生産性に影響を与えること等から、農業分野のデュー・ディリジェンスでは
重要な確認対象である。具体的には、使用資材やその調達先、在庫状況、使用履歴等につい
て確認を行う。 
 使用資材に関しては、資材の在庫リストと現物との乖離がないことを確認する。その上で、
農薬については、作物ごとに使用できるものが異なるため、対象となる作物に使用できるこ
と、使用期限内であることを農薬ラベルを見て確認する。また、肥料は、その包装等に成分
含有量や施用・保管上の注意事項等が表示されているため、これを参考にして使用されてい
ることを確認する*18。 
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調達先に関しては、適正な品質の資材を必要な分だけ、安定的に調達できることを確認す
る。具体的には、信頼できる調達先から調達されていること、将来にわたって安定して供給
が行われる見通しがあることを確認する。 
在庫状況に関しては、保管場所が適切であるか、経営規模に対して在庫の量が適切である

かを確認する。保管場所は、適切な温度・湿度が保たれ、直射日光や風雨に曝されない場所
である必要がある。これに加え、毒物・劇物指定されている農薬の場合、鍵のかかる専用保
管庫で保管されている必要がある。期限切れ在庫の廃棄には費用を要することから、在庫の
適正性は時価評価や潜在コストの把握の観点からも重要である。 
使用履歴に関しては、適正な使用方法・水準でない場合は継承後に是正する必要があるた

め、過去の使用履歴が農薬・肥料・飼料のラベル等に記載されている適正な使用方法に沿っ
たものであることを確認する。 

 
 f 栽培環境（土壌、用排水、気象等）  

本項では作物の生産基盤となる土壌、農業用用排水、気象について説明する。 
土壌は、作物の生産基礎であることから、土壌の性質（物理的性質、化学的性質、生物的

性質）を通じて地力を確認しておくことが重要である。主要作目に対して、都道府県ごとに
土壌診断基準、施肥基準が設定されている*19。対象となる農地が、継承後に生産する作物に
適した土壌になっていることを確認することが肝要である。なお、土壌診断の一要素である
土壌分類については国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が公表する日本土
壌インベントリーにより、地域ごとに確認することができる*20。 
農業用用排水施設は、土地改良区、集落、水利組合、農業者等が管理しており、使用に当

たっては施設の管理、清掃活動等への参加や費用負担等が生じる場合がある。また、こうし
た農業用用排水施設の整備は地域単位で行われることから、継承後に自社の判断だけで現
状を変更することが困難である。このため、事前に農業用用排水施設の維持管理体制やコス
ト負担について確認する必要がある。なお、水源を井戸に求める場合は、その水質や水量に
ついても確認する。 
気象条件は、作物の生育や施設への影響の観点から確認を要する。作物によって生育に必

要な気温、降水量及び日照量が異なるため、これらを充足する条件であることを確認する。
また、気象条件によって施設が被害を受けるリスクがあることから、地域の風や積雪等の状
況を確認する。これらは、同一地域内でも地形や隣接する建造物の状況等にも影響されるた
め、現地での確認が必要である。さらに、これらの気象条件が過去数年にどのように変化し
てきたかを把握するとともに、将来の見通しを立て、継承後の事業運営に支障がないことを
確認する。 
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 g 地域の状況（近隣の営農状況、地域住民との関係、行政の取組等）  

地域の状況について、近隣の営農状況、地域住民との関係性、行政の取組等を確認するこ
とが重要である。 
近隣の営農状況については、近隣での病害の発生状況や発生予想を確認しておく。ま

た、周囲に有機農業や無農薬栽培に取り組む農業者がいる場合は特に、当該農業者の営農に
支障を及ぼさないよう農薬散布時の飛散に細心の注意を払う必要があることに留意してお
く。さらに、防除や除草等の作業、機械の共同利用等、地域全体で実施する取組について、
取り決めがなされている場合がある。この場合、作業の実施時期や方法はこの取り決めに従
う必要があるため、取り決めの有無とその内容を確認する。 
地域住民との関係性については、例えば、出し手のほ場や畜舎が地域住民の居宅と近接し

ている場合、作業の騒音や臭気のトラブルが発生する可能性がないかを確認しておく必要
がある。また、住民同士の付き合い（近隣との助け合いや地域行事への参加）が事業運営に
影響することもある。出し手経営者や従業員が地元コミュニティと良好な関係を築いてい
ることを確認する。 
行政の取組については、地域で営農を行うに当たり、許認可や支援を行う行政機関との連

携が必要となることから重要なポイントとなる。継承プロセスの時点と継承後に行政機関
等から十分な支援が受けられるか、その地域での取組状況を確認する。 

 
図表 2-18 農業に特有なデュー・ディリジェンスの観点一覧 

項目 主な観点 
農地 所有あるいは利用している農地について地目、耕作面積、所有・貸借の別が

整理されているか。 
ほ場の地図はあるか。 
所有の場合、継承後に受け手が継続して所有する必要があるか、所有可能
か。 
賃借している場合、筆ごとに地権者が明確になっているか、継続的な貸借が
可能か。 

補助金 補助金の受給状況や、補助金により導入した資産の耐用年数は整理されて
いるか。 
補助金により導入した資産を継承する際の手続きに関する相談窓口は、確
認できているか。 

認証・制度 現在有効な認証の取得状況、過去の更新状況が整理されているか。 
（認定農業者、GAP、HACCP 等） 
受け手が継続して認証を維持する必要があるか、維持することが可能か。 
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施設及び 
機械設備 

リストがあるか、現物との乖離がないか。 
入手時期、調達先、修繕履歴、過去に起きたトラブルが分かるか。 
経営規模に対して適切か。 
配置や作業動線は適切か。 

資材 在庫リストがあるか。現物と乖離がないか。 
調達先が分かるか。 
在庫の保管場所、数量は適切か。 
使用履歴が残っているか、適切に使用されているか。 

栽培環境 生産する作物に適した土壌か。 
農業用用排水施設の維持管理体制、コスト負担が明確か。 
気温、降水量、日照量等の観点から作物に適した気象条件であるか。 
風、積雪等の観点から施設等が劣化するリスクがないか。 
気象状況の観点について、過去の変化が分かるか、将来のリスクがないか。 

地域の状況 近隣地域で病害の発生状況を確認したか。 
近隣に有機農業に取り組んでいる農業者がいるか、自社からの農薬飛散の
リスクがないか。 
近隣地域の農業者の状況や地域の決まりごと等の地域特性が分かるか。 
ほ場や畜舎等の施設と近隣住民の距離はどの程度か。騒音、臭気等のトラブ
ルが発生するリスクがないか。 
地域住民と良好なコミュニティが形成されているか。 
行政機関による支援が受けられるか。 

 
 カ  最終交渉 *５ 

交渉の進め方は、出し手・受け手の関係性や事業の類似性、出し手・受け手と支援機関と
の関係性等により、経営者同士の面談（トップ面談）の時期や方法も含め、様々である。 
特にトップ面談は、出し手・受け手双方の経営理念・企業文化や経営者の人間性等を直接

確認できる場であり、その後の円滑な交渉のためにも重要な機会である。一方、自分の態度
や表情も相手方に直接伝わりやすく、不用意な言動も信頼を損なうおそれがあるため、誠意
ある態度で真摯に面談に臨む必要がある。トップ面談を含む交渉の際には、希望条件を明確
化した上、可能な限りで優先順位を付し、特に譲歩できない点を固めておくことが望ましい。 
また、最終契約を締結する前には、デュー・ディリジェンスで発見された点や基本合意で

留保していた事項について再交渉を行う必要がある。 
いずれにせよ、支援機関と緊密なコミュニケーションを取り、支援機関のアドバイスを得

て交渉を進めることが重要である。 
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なお、技術的な専門性が求められる農業分野においては、出し手・受け手とも、特に継承
後の経営体制を懸念することが多く、交渉成立に大きく関わってくることもある。そのため、
例えば出し手経営者は、引継ぎ等を含めた継承後の自身の経営への関わり方や従業員の処
遇等、継承後の経営体制について確認しておくことが望ましい。また、受け手は、出し手が
築き上げてきた栽培ノウハウ等を受け継ぐために、出し手の生産の中心人物が残留するの
か、残留しない場合はどのくらいの引継ぎ期間を持つのか等を確認しておくことが望まし
い。 

 
 キ  最終契約・クロージング *５ 

 最終契約とは、第三者継承の条件を法的に確定させる契約書であり、通常は株式譲渡契約
（SPA）や事業譲渡契約（APA）等を締結する。また、クロージングとは、最終契約に基づ
く取引の実行のことであり、最終契約で定めた条件が全て満たされた後に、出し手の履行義
務である株式や資産の移転と、受け手の履行義務である対価の支払いの両方が行われるこ
とを意味している。 
最終契約を締結する際は、支援機関のアドバイスを受けながら、契約条件が網羅されてい

るかを最終的に確認した後、調印を行う。契約に盛り込む内容や条件については、早い段階
から支援機関に伝えておいた方が円滑な契約締結につながることが多い。なお、最終契約の
内容については、支援機関に一任するのではなく、出し手・受け手が自らも十分に確認する
ことが重要である。 
なお、支援機関によるアドバイスに不安がある場合には、調印前に契約内容に関する意見

を他の支援機関に求めること（セカンド・オピニオン）も有効である。支援機関との契約に
は、並行して他の支援機関への依頼を行うことを禁止する条項（専任条項）が設けられてい
ることがあるが、基本的には、依頼者が意見を求めたい部分を明確にした上で、これを妨げ
るべき合理的な理由がない場合には、セカンド・オピニオンを求めることは許容されるため、
この点を留意されたい。 
クロージングは、第三者継承の最終段階であり、最終契約をもとに株式や資産の移転と対

価の支払いが行われる。特に出し手は、対価の全部又は一部が確実に入金されたことを確認
することが必要である。譲渡対価の支払いは、クロージングを迎えて初めて行われることが
通常であり、最終契約締結からクロージングまでの時期に関して、最終契約上で何らかの条
件が規定されることもある。 
第三者継承により不動産等の所有者の変更を伴う場合には、クロージング後、速やかに登

記手続を行う必要があるため、クロージングにおいて登記手続に必要な書類を授受するこ
とが通常である。そのような場合には、司法書士等とも日程調整の上、クロージングに向け
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た具体的な段取りの準備を進める。特に農地の所有者が変更になる場合は、登記手続とは別
に、農地法等の所定の手続も進める必要がある。 
また、金融機関からの借入金への経営者保証や不動産等へ担保設定がある場合は、経営者

保証や担保の解除（及びこれに伴う担保抹消登記手続）につき、取引金融機関への事前相談
が必要となることがある。特に出し手が継承により経営者保証の解除を想定している場合
には、可能な限り、最終契約の締結より一定期間前に相談が開始されることが望ましく、少
なくとも最終契約後からクロージング前の間までには相談が開始されるべきである。ただ
し、事前相談では経営者保証や担保設定の扱いが確定しない可能性もあること、継承前に金
融機関等に情報が提供されることになる点については留意が必要である。そのため、支援機
関のアドバイスに従い、相談先と秘密保持契約（NDA）を締結の上で、手続を進めること
が必要である。 
出し手・受け手の協議において、第三者継承に関する情報をクロージング後に公表する旨

の合意をしている場合には、それまでの間、秘密保持を貫く必要がある。第三者継承は最終
契約締結によって全て完了するものではない、という点には注意が必要である。 
最終契約締結後は、支援機関の役務提供が終了している場合もあるため、最終契約締結の

前後を通じて継続的かつ実質的な支援が期待できる状況にあるかを確認しておくことが重
要である。特にクロージング後の両当事者間の紛争解決（一方当事者との交渉も含む。）へ
の関与・支援については、例えば仲介者・FA の場合には、基本的に役務提供がクロージン
グ時点において終了していることや、紛争解決への関与・支援は非弁行為（弁護士資格を有
する者のみが実施することができる役務（弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 72 条））
に該当する可能性があることから、支援機関による支援に限界がある点について留意する
必要がある。 

 
 ク  PMI*５*21 

PMI とは「Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）」の略
で、主に継承後に行われる経営の統合作業を指す。第三者継承の目的を達成し、統合効果を
最大化するために重要なプロセスである。クロージングを迎えた後も出し手経営者は、PMI
として、受け手への円滑な引継ぎ等に向けて、誠実に対応する必要がある（最終契約におい
て具体的な協力義務等を定めている場合には、これを果たす必要がある。）。 

PMI では、例えば、以下のような引継ぎ等の作業が必要となる。 
 クロージングについての役員・従業員や取引先等に対する報告 
 リース契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約等に関する名義変更・経営者保証解除・

（連帯）保証人変更（なお、クロージング前に、リース会社・賃貸人・取引金融機関
等との協議・交渉を開始することが多い。特に、賃貸借契約等についてのチェンジ・
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オブ・コントロール条項の定めがある場合には、当該契約等の継続のために事前に賃
貸人等との協議や交渉が必要になることがあるため、注意が必要である。） 

 業務フローの引継ぎ・業務管理体制の構築 
 株主変更や代表者変更の手続きのための株主総会・取締役会の開催や登記手続等 

 
出し手は、受け手の希望に応じて、引継ぎ等の作業に適宜協力することが望まれる。こう

いった作業には３か月～１年程度の時間を要することが多いが、個別のケースによって異
なる。特に農業は作付けや収穫等季節に依存し、また、作物によっては作付けから収穫まで
の期間が長期間にわたることから、PMI の期間が長期にわたる可能性があることに留意す
る必要がある。 
この工程を経て、出し手経営者は徐々に事業運営から離れていくことになり、また、受け

手は出し手の事業を実質的にも引き継ぐことになる。この中で、出し手の経営者保証が円滑
に移行しない等の当事者間でのトラブルが発生した場合には、早急に弁護士への相談を行
うことが望ましい。特にクロージング後の両当事者間の紛争解決（一方当事者との交渉も含
む。）への関与・支援については、基本的には仲介者・FA による役務提供はクロージング
時点において終了していることや、紛争解決への関与・支援は非弁行為（弁護士資格を有す
る者のみが実施することができる役務（弁護士法第 72 条））に該当する可能性があること
から、仲介者・FA による支援に限界がある点について留意する必要がある。 
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第３  農業分野の経営継承における支援機関等  

 １  各支援機関  

第三者継承を成功させるためには多面的な検討が必要であることから、出し手・受け手が
単独で進めるのではなく、支援機関による事業継承をサポートする仕組みを活用すること
で円滑に進むことがある。サポートを受けるに当たっては、経営継承の意思決定がまだ済ん
でいないから相談を控えるのではなく、むしろ意思決定が済んでいないからこそ相談する
ことが重要で、早くからの相談がその後の円滑な経営継承につながる。 
これらの支援機関には、それぞれの専門領域を生かした役割が期待される。 
例えば、行政機関や JA は、事業者と身近に接する相談窓口として、状況に応じて適切な

支援機関へつなぐ等の役割を担う。特に都道府県の農業経営・就農支援センターは、農業の
経営継承に関する相談対応を行っており、第三者継承の際にまず何から取り掛かればよい
か分からない場合には、その相談先として活用するとよい。 
また、士業等専門家は、その専門的知識を生かして第三者継承の検討や手続き遂行を支援

する。M&A 専門業者は、マッチングから各種手続の進捗管理まで、一連のプロセスを総合
的にサポートする。 
金融機関は、融資を通じて出し手・受け手の経営状況を把握している点や、広範なネット

ワークを有している点を踏まえ、これらの情報を活用してマッチング等に積極的に関わる
ことが求められる。 
ただし、農業分野の第三者継承においては先行する事例の蓄積が十分でないため、これら

の役割は必ずしも明確に分けられるものでないことにも留意が必要である。具体的な支援
にあたっては柔軟な対応が求められる。 

 

図表 3-1 農業分野の経営継承における主な支援機関 

 

  

農業経営・就農 

支援センター 

士業等専門家 

事業承継・引継ぎ

支援センター 

M&A 専門業者 

行政機関・JA 

金融機関 
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（１）農業経営・就農支援センター *22 

 農業経営・就農支援センターは、基盤強化法に基づき、都道府県が農業を担う者からの農
業経営、就農及び参入に関する相談対応、助言等を行うために整備している機関である。 
親族内継承・第三者継承を問わず、経営移譲をしたい農業経営体からの相談への対応や、

登録された士業等の専門家による派遣支援のほか、移譲を受けたい新規就農者や農業参入
をしようとする者からの相談対応、移譲したい農業経営体とのマッチング等を行っている
（相談窓口の連絡先は、参考資料３「各種支援機関の連絡先」参照）。 

 
（２）事業承継・引継ぎ支援センター *23 

 事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業の事業承継に関する相談に幅広く対応する機
関である。 
金融機関 OB や士業等専門家が在籍しており、親族内承継・第三者継承を問わず、支援ニ

ーズの掘り起こしからニーズに応じた支援までワンストップで実施するほか、必要に応じ
た支援機関や士業等専門家の紹介等を行っている（相談窓口の連絡先は、参考資料３「各種
支援機関の連絡先」参照）。 
 なお、事業承継・引継ぎ支援センターでは産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）
上の中小企業者が支援対象である点に留意が必要である*3。 

 
（３）行政機関・ JA 

 都道府県や市町村等の行政機関及び JA*24もまた、継承の支援を受けるための相談先とし
て考えられる。 
 農業技術・経営指導の役割を担う都道府県の普及指導員や JA の営農指導員、地域の農政
を担当する市町村農政担当部局は、農業者にとって身近な相談先といえる。出し手にとって
の相談先としての役割が期待されるほか、受け手が継承後の経営を安定させるための相談
相手としての役割も期待される。 
 また、地域の JA も事業継承ツールである「事業承継ブック」や「ハッピーリタイアブッ
ク」を整備しており*25、地域の担い手の経営継承の取り組みをサポートしている。 

 
（４）士業等専門家 *５ 

 第三者継承に関与することの多い士業等専門家として、弁護士、公認会計士、税理士、中
小企業診断士、不動産鑑定士、社会保険労務士、司法書士、弁理士が挙げられる。 
第三者継承に関わる業務を遂行するに当たっては、専門性を要するとともに、その内容は

多岐にわたる。そのため、これら士業等専門家がそれぞれの役割を適切に果たしつつ、必要
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に応じて各士業等専門家間で連携することで第三者継承を円滑に進めていくことが期待さ
れる。 

 
 ア  弁護士  

弁護士は、法務の専門家として、円滑な継承の実現に向けた多面的な支援を行い得る立場
にある。株主や経営者の親族、役員・従業員、取引先（仕入先・得意先等）、金融機関等、
様々な利害関係者に関して、紛争予防等の観点から利害関係に配慮する必要があり、弁護士
が代理人として利害関係者との交渉を行うことがある。 
また、経営継承においては、法的な観点での検討が不可欠であることから、譲渡スキーム

の検討・策定等、全体的な手続進行のコーディネートを行うことがある。 
さらに、依頼を受けた場合には、個別の対応事項（例えば、契約書等の作成・リーガルチ

ェックや法務デュー・ディリジェンスのほか、経営継承に伴う個別の法的な課題やトラブル
への対応等）についての対応を行うこともある。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
事前準備では、株式・事業用資産等の整理・集約の支援を行う。後述の公認会計士が行

うのと同様、事業用資産等の整理を行うほか、株式が分散しており、既存株主からの株式
買取や委任状の取得が必要な場合には、これを円滑に実現できるよう、既存株主と協議・
交渉する。 
デュー・ディリジェンスでは、出し手の法的なリスク等について調査を行う法務デュ

ー・ディリジェンスを実施する。具体的な対象範囲は依頼者と協議の上で決定するが、株
式譲渡の手法を選択する場合には、出し手の法的リスクをそのまま引き継ぎやすいため、
全般的かつ網羅的な法務デュー・ディリジェンスを行うことが多い。この際、農地法を踏
まえたリスクの整理と意思決定を支援することも期待される。 
クロージングでは、契約書等の作成・リーガルチェックを行う。第三者継承に当たって

は、基本合意書や株式譲渡契約書等、何らかの書面を取り交わして契約等を締結する。契
約書等の内容は、当事者の合意した事項を正確に反映する必要があることから、法務の専
門家である弁護士が契約書の作成を行うことがある。また、作成された契約書を確認する
リーガルチェックを行い、必要に応じて内容の確定について交渉を行うことが期待され
る。 

 
 イ  公認会計士  

公認会計士は、財務・会計の専門家であり、出し手の支援機関として、財務書類その他財
務情報（事業計画や企業価値評価のための基礎情報）の信頼性の向上、社内体制構築への助
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言や支援、譲渡スキームの検討・策定等、継承全般に関する支援の役割を担うことが期待さ
れる。また、依頼を受けた場合には、第三者継承において重要な判断材料となる財務デュー・
ディリジェンスを業務として提供する。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
事前準備では、適切な財務書類作成、事業用資産の整理等の支援を行う。出し手に適切

な財務書類がない場合や、あっても信頼性が低い場合、交渉が不成立又は不利な条件での
交渉となる場合があることから、これらの書類は第三者継承において重要な役割を担う。
また、名義株や所在不明株主の存在、未計上の退職給付債務や未払残業代等の簿外債務等
が問題となることがあるため、必要に応じて弁護士等と連携し整理を行う。併せて、役員
貸付金や役員保険といった経営者等と会社との取引、事業用資産の所有関係等について
明確な区分・分離を行う支援を実施する。 
企業価値評価では、財務・会計の専門家として評価を行い、デュー・ディリジェンスに

おいては、出し手の過去の実績の把握や、現在の財務状態を調査して財務リスクを特定す
る財務デュー・ディリジェンスの支援を行う。具体的な調査範囲や調査手法は、主に依頼
者となる受け手がどのような譲渡スキームを前提に、どの程度のリスクを容認できるの
か、財務デュー・ディリジェンスにどの程度の時間やコストを掛けられるのかによって異
なる。 
クロージング後の PMI においては、統合後の円滑な事業遂行が可能となるよう、統合

作業の一環として継承した事業の体制整備やシナジーの検証、これに基づくグループ全
体の経営計画策定等を支援する。 
 

 ウ  税理士  

税理士は、出し手又は受け手に継続的な役務提供を行っているケースが多いことから、経
営者にとって身近な相談相手である。顧問として企業の実情を把握していることに加えて、
税務・会計にも精通していることから、継承の過程においても積極的に支援することが期待
される。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
事前準備では、適切な税務申告の助言、事業用資産の整理等を行う。第三者継承を進め

る中で出し手の決算が正しく行われていないことが明らかになると、継承プロセスを進
めることが困難になる場合や不利な条件での交渉となる場合がある。このため、税務処理
を適切に行うよう、必要書類の整理や保管等に関する助言を行う。また、事業用資産の整
理については、前述の公認会計士と同様、明確な区分・分離のための支援を行う。 
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企業価値評価では、顧問先である出し手又は受け手から譲渡価格の妥当性について相
談を受けた場合に、適切な助言等を行うことが期待される。ただし、企業価値評価は様々
な視点から行われるものであるため、単独での助言が困難である場合には、公認会計士や
M&A 専門業者等と連携する。 
デュー・ディリジェンスでは、企業価値に影響する潜在的な税務リスク（例えば、過去

の申告内容の誤りによる追徴課税等）の把握等を行う税務デュー・ディリジェンスを実施
する。具体的な範囲・対象年度・手法は、依頼者となる受け手と協議の上決定される。 
 

 エ  中小企業診断士  

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家である。
このため、経営者のよき相談相手となるとともに、各種の営業相談の中で事業計画策定を通
じた経営継承の気づきの機会の提供、「磨き上げ」を通じた企業価値・事業価値の向上、事
業デュー・ディリジェンス、継承後支援等、幅広い工程で積極的に支援することが期待され
る。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
事前準備では、経営継承の気づきの機会の提供、経営の可視化・磨き上げの支援を行う。

中小企業診断士は、様々な立場で経営者と接する機会があるため、各種の経営相談を行う
中で、状況に応じて第三者継承について検討する気づきの機会を提供する。また、中小企
業診断士は、経営全般に関する知見を有していることから、出し手の価値を向上させるべ
く経営の可視化・磨き上げへの支援を行うことが考えられる。 
マッチングでは、企業概要書作成等の支援が期待される。出し手経営者と相談の上、事

業全体像を把握し、受け手に正確な情報を伝える企業概要書の作成を支援する。 
デュー・ディリジェンスでは、出し手の商流や利益構造等のビジネスモデルを整理し、

外部環境・内部環境から市場における競争力を分析し、事業の将来性や受け手との統合に
よるシナジーの検討等を行う事業デュー・ディリジェンスを実施する。 
クロージング後の PMI では、事業の将来像を構想し、それに向けた戦略策定の支援や

実行の支援を行うことが考えられる。 
 
 オ  不動産鑑定士  

不動産鑑定士は、不動産の経済価値を判定する専門家であり、不動産の鑑定評価や客観的
価値に作用する諸要因に関する調査・分析、利用・取引・投資に関する相談に応じる業務（コ
ンサルティング等）を行う。 
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農業分野の第三者継承においては、企業価値評価、デュー・ディリジェンスにおいて出し
手・受け手を支援することが期待される。企業価値を構成する土地や施設等を評価するほか、
受け手の目線に立ってリスクの整理を行うことが期待される。 

 
 カ  社会保険労務士  

社会保険労務士は、労働保険・社会保険の諸手続、労務管理の相談指導、労働関係の紛争
解決のサポートを行う専門家である。農業分野の第三者継承においては、その専門性からデ
ュー・ディリジェンスや PMI での支援が期待される。 
デュー・ディリジェンスにおいては、受け手の目線から労務・社会保険関係のリスクを整

理する。例として、労務の観点からは就業規則の整備状況、勤怠管理、未払残業代等を含め
た給与支払状況を、社会保険の観点からは社会保険への加入状況等を確認する。 
さらに、PMI において雇用条件を変更する場合には、専門的知見から継承後の経営者の

相談相手となることに加え、変更に必要な調整等の支援を行うことが期待される。 
 

 キ  司法書士  

司法書士は、不動産登記や商業・法人登記の申請手続を代理するほか、法務局や裁判所に
提出する書類の作成等を行う専門家である。農業経営に必要となる農地等の不動産や農業
法人に関する登記手続、更には関連する法的な実務手続に精通していることから、農業分野
における継承の現場で身近な専門家として支援することが期待される。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
準備段階では、対象となる農業法人やその経営者が所有する農地や施設等の不動産登

記や、農業法人に関する商業・法人登記の調査・確認を行う。具体的には、農地や施設の
所有権を阻害するおそれのある抵当権等の担保権や地上権、賃借権等の用益権を精査し、
継承に向けた法的課題を整理するとともに、遺漏・不足があれば補完のための支援を行う。 
継承の実行段階では、不動産登記については、売買等を原因とする農地、施設等の所有

権移転登記の申請手続を代理する。商業・法人登記については、役員変更、本店移転、商
号変更等の各種変更登記の申請手続を代理する。また、農産物や生物を譲渡担保としてい
るケースもあり、それらに関連する登記の申請手続を代理する。 
クロージング後の PMI では、司法書士の業務範囲内で、相続・契約等の農業経営に関

連して生じ得る法的な問題への対応についての支援を行う。 
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 ク  弁理士  

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標といった知的財産に関する専門家である。知的財
産権の出願・権利化の代理（専権業務）に加え、知的財産を軸としたコンサルティングや、
知的財産権の鑑定、金銭的価値評価も行う。 
農業分野の第三者継承においては、商標権、特許権、育成者権等の知的財産の精査や移転

手続、保護戦略の検討等を通じ、技術やブランドの強みを踏まえて価値の最大化と適切な保
護を支援することが期待される。 

 
【具体的な支援内容（例）】 
事前準備では、出し手が保有する知的財産（特許・商標・意匠・育成者権等）を棚卸し

し、名義・共有関係、存続期間（更新・維持状況）、使用実態を整理する。併せて、ノウ
ハウの秘密情報管理（NDA、アクセス権限等）やブランド表示の適正化を助言し、独自
技術やブランドが十分に保護されていない場合は、追加出願等の権利化方針を立案・実行
して事業価値を高める支援を行う。 
マッチングでは、企業概要書の作成に際して、作成技術・育成品種・ブランドの差別化

要因を守秘に配慮して整理し、競合他社の権利状況調査に基づき、継承後に想定される侵
害リスクと回避策（設計・表示変更、ライセンス取得等）を提示する。 
デュー・ディリジェンスでは、対象権利の有効性、権利帰属（従業者発明・共同研究等）、

第三者への許諾・担保設定の有無、侵害主張の履歴等を確認する。農業分野では、育成者
権等の品種・表示・種苗契約に関する論点も点検し、リスクの特定を行う。 
クロージングから PMI では、移転・ライセンス条項の整備、関係機関への名義変更等

の手続を遂行する。また、承継後の知財管理体制の構築や、継承した知財を生かした新商
品開発・共同開発等の活用戦略の策定を支援する。 
 

 ケ  その他  

このほか、行政上の許認可関係の手続等を担当する行政書士、科学技術に関する高度な専
門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析等の業務を行う技術士*26 とい
った士業等専門家が関わることがある。 

 
（５）M&A 専門業者 *５ 

 M&A 専門業者は、仲介業務や FA 業務に従事する専門業者であり、第三者継承の実現に
とって重要な役割を有する支援機関である。 
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仲介業務は、出し手と受け手の間に立って、マッチング等、継承の手続きに関する総合的
な支援を行う業務であり、出し手・受け手の双方に対して助言を行う。一方で、FA 業務は
出し手又は受け手の一方と契約を結び、どちらか一方に対して助言を行う。 
経営継承を進めるに当たっては、士業等専門家のみが実施できる業務が発生する場合が

あることから、M&A 専門業者は、他の支援機関と積極的に連携することが望ましい。 
なお、中小企業庁では M&A 支援機関登録制度を設けており、登録支援機関データベース

ではこれらの M&A 専門業者を含めた支援機関が登録されている*27。これらの M&A 専門業
者は、事業者によって得意とする領域や規模が異なるため、自身の方向性にあった事業者を
探すことが有効である。 
 
（６）金融機関  

 金融機関は、貸付先（与信先）である顧客の詳細な財務情報等を保有しており、顧客が経
営相談できる身近な支援機関である。特に地方においては、地元に根付いた広いネットワー
クを有する機関であり、これらのネットワークを生かしたマッチング支援や財務情報に基
づいた助言を行うことが考えられる。 
 また、金融機関は出し手・受け手にとって身近な相談相手であることから、第三者継承に
限らず様々な相談対応を行っている。この中で第三者継承の必要性を見出した場合には、出
し手・受け手に対して気づきの機会を提供するとともに、経営状況・経営課題等の可視化や、
企業価値を高める磨き上げの支援を行うことが期待される。 
 例えば、スーパーL 資金等の制度資金を取り扱う日本政策金融公庫では、「事業承継診断」
を通じた第三者継承の相談対応のほか、「経営資源マッチング」として、第三者継承に関す
るマッチングサービスを運営している*28。 
 さらに、金融機関による支援の特色としては、受け手への融資を行うことがある。受け手
が譲渡対価相当額を外部から資金調達する必要がある場合には、継承後の事業の見通し等
を踏まえて融資を行うことが考えられる。 
 

 ２  連携支援体制  

第三者継承には様々な知見やネットワークが必要であることから、各支援機関が相互に
協力体制を築き、プロセスを進めていくことが有効な場合がある。ただし、出し手と受け手
の状況や、各地域における支援機関の状況が様々であることから、最適な支援体制は画一的
に定まるものではない。 
ここでは、体制構築の参考のため、先行する事例で見られた連携支援体制の事例を紹介す

る。 
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事例⑥  JA・県・市－事業承継・引継ぎ支援センターの連携  
 出し手が JA との経営相談をする中で、労働力不足を起因とした規模縮小の希望から第三
者継承の意思が顕在化し、JA から県に連携が図られた。その後は、県、出し手が所在する
市、及び JA による支援チームが、受け手の探索を行うとともに、受け手候補が見つかった
段階で、事業承継・引継ぎ支援センターとの連携体制も構築することで、第三者継承に至っ
た。 
 支援チームは、プロセス全体を通じた進捗管理や関係者間の調整を行い、事業承継・引継
ぎ支援センターは、企業概要書や契約書の作成支援を行った。なお、関係者間の調整に当た
っては、JA を含む関係者が一堂に会する会議を開催する等して、各者の役割の確認や認識
合わせ等を行った。 

 

事例⑦  県－市の連携  
 後継者不在に悩む出し手（集落営農）から相談を受けていた市が、第三者継承を解決のた
めの手段として考え、県と連携して受け手の誘致を行い、両者のマッチングを支援した。 
その後、県が両者の橋渡し役として出し手・受け手間の調整を主体的に行う一方、市が継

承に当たっての出し手の磨き上げを支援するなど、県・市が連携して支援を実施し、第三者
継承に至った。 

 

事例⑧  金融機関－M&A 専門業者の連携  
 後継者不在に悩む出し手が、所属する県農業法人協会に第三者継承を希望する旨の相談
をしたところ、日本政策金融公庫を紹介され、さらに、日本政策金融公庫から農業に精通し
た M&A 専門業者に連携が図られた。その後は、M&A 専門業者が主体となってマッチング
から合意形成までの支援を実施し、第三者継承に至った。 
 なお、継承に当たっての農地の権利設定や継承後の健全な営農において行政支援が必要
であると考えていたことから、継承のプロセス段階から行政への情報共有を適宜行うよう
にした。 

 
これらの事例は、いずれも出し手が行政等の身近な相手に相談するところから始まって

おり、そこから各支援機関が連携することにより第三者継承に至っている。出し手を客観的
かつ深く理解する支援機関と、広範なネットワークを持つ支援機関が協力することで、マッ
チングを成し遂げた事例である。 
そのため、第三者継承を円滑に進めるに当たっては、各支援機関が必要に応じて連携体制

を構築できるよう、普段から支援機関同士の相互理解を深めておくことが望まれる。 
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また、一般にマッチング以降のプロセスで、出し手は支援機関や受け手に様々な情報提供
を行うが、これらの情報は、必ずしも出し手の手元に準備されているものとは限らない。出
し手が普段懇意にしている士業等専門家等が、財務・労務情報等の実情を出し手経営者と同
等、もしくはそれ以上に把握している場合があり、支援機関や受け手が必要な情報にスムー
ズにアクセスできるよう、これらの相談相手とも連絡を取れるようにしておくことが有効
である。  
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第４  用語集  

語順はアルファベット又は五十音順 
用語 説明 

DCF 法 
事業を行うことによって生み出される将来のフリー
キャッシュフローに注目し、現在の価値に割り引いて
事業価値を算出する手法。 

EV/EBITDA 

EV が EBITDA の何倍かを示す数値のこと。 
EV は英語表記「Enterprise Value」の略で企業価値の
ことであり、EBITDA は、英語表記「Earnings Before 
Interest,Taxes,Depreciation and Amortization」の略で
「利払い前税引き前償却前利益」のことである。企業
を買収するのに必要な実質的な資金（EV）が、その企
業が生み出すキャッシュフローの概算額（EBITDA）
の何年分に相当するかを計算する。 

GAP（農業生産工程管理） 

消費者、生産者、環境にとって、「Good」な農業の取
組のこと。Good Agricultural Practices の頭文字をと
った言葉で、一般的には「農業生産工程管理」と呼ば
れる。農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価
を行うことによる持続的な改善活動であり、食品の安
全性向上、環境の保全、労働安全の確保等に資すると
ともに、人権保護、農業経営の改善や効率化につなが
る。 
農業者が実施する GAP の取組について、民間団体に
よる認証制度があり、取引に当たり、GAP 認証の取得
が求められることがある。また、都道府県ごとに基準
を策定して運用している GAP もある。 

HACCP 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、危
害要因分析及び重要管理点のこと。原料受⼊から最終
製品までの⼯程ごとに、微⽣物による汚染、⾦属の混
⼊等の危害の要因を分析（危害要因分析：Hazard 
Analysis）した上で、危害の防⽌につながる特に重要
な⼯程（重要管理点：Critical Control Point、例えば、
加熱・殺菌、⾦属探知機による異物の検出等の⼯程）
を継続的に監視・記録する⼯程管理のシステム。 
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用語 説明 
⾷品衛⽣法の改正により、2021 年 6⽉から、原則全て
の⾷品等事業者（⾷品製造、調理、販売等）に対して、
HACCP に沿った衛⽣管理の実施が義務化された。 

M＆A プラットフォーム 

オンライン上で、事業や会社を譲り渡したい人（出し
手）と事業や会社を譲り受けたい人（受け手）がマッ
チングし、第三者継承を進めることができるサービス
のことを言う。M&A プラットフォームの中には、単
純にマッチングの場のみを提供するマッチングサイ
トもあれば、第三者継承を進めるための支援サービス
を提供しているサイトもある。 

PBR 

英語表記「Price Book-value Ratio」の略で「株価純資
産倍率」のこと。 
株価を 1 株当たり純資産（BPS）で割ったもので、株
価が割安か割高かを判断するための指標である。株価
が 1 株当たり純資産の何倍かをみるもので、PBR が 1
倍のときに株価がその企業の解散価値と同じだと判
断される。 

PER 

英語表記「Price Earnings Ratio」の略で「株価収益率」
のこと。 
株価を 1 株当たり利益（EPS）で割ったもので、株価
が割安か割高かを判断するための指標である。会計基
準の違いがあるため海外企業との比較には適せず、主
として国内同業他社との比較等に利用されている。 

PMI 

英語表記「Post Merger Integration」の略で、主に M&A
成立後に行われる、事業・組織等経営の統合作業のこ
と。M&A の目的を達成し、統合効果を最大化するた
めに必要なプロセスとされている。 

株式譲渡 

出し手の株式を受け手に譲渡することで、会社の経営
権を引き渡す⽅法。 
会社組織はそのまま引き継ぐ形となり、会社の資産、
負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は原
則存続する。また、手続も他の手法に比べて相対的に
簡便であると言える。ただし、未払残業代等、貸借対
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用語 説明 
照表上の数字には表れない簿外債務や、紛争に関する
損害賠償債務等、現時点では未発生だが将来的に発生
し得る偶発債務もそのまま引き継ぐことになる。 

株主価値 
企業価値から有利子負債等の他人資本を差し引いた、
株主に帰属する価値。 

企業概要書 

出し手が受け手に対して提示する、出し手についての
具体的な情報（実名や事業・財務に関する一般的な情
報）が記載された資料のこと。インフォメーション・
メモランダム（IM（Information Memorandum））や
インフォメーション・パッケージ（IP（Information 
Package））ともいわれる。 

企業価値評価 

企業の価値を定量的に評価することをいう。 
評価額は、中小 M&A で譲渡額を決める際の目安の一
つとして取り扱われる。評価手法は様々なものがあ
り、企業の実態や事業の特性等に応じた手法が選択さ
れる。 

最終契約 
第三者継承の条件を法的に確定させる契約書。 
通常は、株式譲渡契約（SPA）や事業譲渡契約（APA）
等を締結する。 

事業価値評価 

事業から創出される価値であり、単なる静態的な純資
産価値にとどまらず、会社の超過収益力を示すのれん
や、貸借対照表に計上されない無形資産・知的財産価
値を含めた価値。 

事業承継・引継ぎ支援センター 

産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣の認定を受
けた機関（都道府県商工会議所、県の財団等）に設置
された公的相談窓口。 
中小 M&A のマッチング及び成約までの支援、親族内
や従業員継承に係る支援等、事業承継に関連した幅広
い相談対応を行っている。（各事業承継・引継ぎ支援
センターの連絡先については、参考資料３「各種支援
機関の連絡先」参照） 
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用語 説明 

シナジー 
事業間の相乗効果。それぞれの事業を別々に行なうよ
りも、統合的に行なう場合に得られる様々なメリット
や節約のこと。 

スーパーL 資金 
（農業経営基盤強化資金） 

農業経営改善計画の達成のために利用できる長期か
つ低利の資金。日本政策金融公庫等が認定農業者に対
して融資する。 

専任条項 

仲介者・FA 等、契約に基づいて継承を支援している
支援機関との契約において、並行して他の支援機関
への依頼を行うことを禁止する条項。 
他の支援機関にセカンド・オピニオンを求めることや
支援機関を利用してマッチングを試みること等、禁止
されている具体的な行為については、契約時にあらか
じめ確認しておくことが望ましい。 

地域計画 

基盤強化法に基づき、市町村が、農業者等の協議の結
果を踏まえ、農業の将来の在り⽅や農⽤地の効率的か
つ総合的な利⽤に関する⽬標として農業を担う者ご
とに利⽤する農⽤地等を表⽰した地図（⽬標地図）等
を明確化し、公表したもの。 

チェンジ・オブ・コントロール条項 

ある企業が締結している契約（例えば、賃貸借契約、
取引基本契約、フランチャイズ契約等）について、当
該企業の株主の異動や支配権の変動等により当該契
約の相手方当事者に解除権が発生すること等を定め
る条項のこと。COC（Change Of Control）条項とも
いう。 

特別決議 

発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、そ
の議決権の 3 分の 2（これを上回る割合を定款で定め
た場合にあっては、その割合）以上の賛成が必要とな
る決議のこと。定款の変更、事業の譲渡、資本減少、
会社の解散・合併契約の承認等が相当する。 

農業経営・就農支援センター 

基盤強化法に基づき、農業を担う者の確保・育成を図
るために都道府県が整備する拠点。 
農業経営に関する助言・指導や、新たに農業経営の開
始又は農業への就業をしようとする者等からの就農



66 

 

用語 説明 
等に関する相談の実施・情報の提供、就農等希望者の
市町村等への紹介・調整等の業務を行う。（各農業経
営・就農支援センターの連絡先については、参考資料
３「各種支援機関の連絡先」参照） 

農業振興地域整備計画 

農振法に基づき、農用地の確保等に関して、国及び県
が定めた基本的な方針を踏まえて、市町村が定める総
合的な農業振興のための計画。計画では、農用地等と
して利用すべき土地の区域（農用地区域）及びその区
域内にある土地の農業上の用途区分を定めることと
されている。 
国の補助事業等による農業生産基盤整備事業等につ
いては、原則として農用地区域を対象として行われる
一方、農用地区域内の土地については農地の転用の制
限等の措置がとられている。 

農事組合法人 

農協法に基づき、農業生産の協業を図ることを目的と
して設立された法人。３名以上の農民が発起人となり
設立される組織で、その構成員になる（出資する）こ
とができるのは、原則農民に限られる。 
具体的には、以下の事業を行う。 
（ア）農業に係る共同利用施設の設置（当該施設を利

用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又
は貯蔵の事業を含む。）又は農作業の共同化に関
する事業。 

（イ）農業の経営（その行う農業に関連する事業であ
って農畜産物を原料又は材料として使用する製
造又は加工その他農林水産省令で定めるもの（農
作業の受託等）及び農業と併せ行う林業の経営を
含む。）。 

（ウ）（ア）及び（イ）に附帯する事業。 
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用語 説明 

農地中間管理機構（農地バンク） 

地域計画に基づき農地を貸したい⼈から農地を借り
受け、耕作を希望する⼈にまとまりのある形で農地を
貸し付ける事業を⾏う組織のこと。都道府県、市町村、
農業団体等が出資して組織されている法⼈であり、都
道府県知事が県に１つに限って指定することで農地
中間管理機構となる。 
地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」等と
呼ばれる。 

農地の転用 

農地を耕作以外の用途の土地にする行為。 
農地転用を行う際には、農地法に基づく都道府県知事
（又は農林水産大臣の指定を受けた市町村長）の許可
を受ける必要があり、これに違反した場合には罰則が
課される。 

秘密保持契約（NDA） 

英語表記「Non-disclosure agreement」の略で、営業秘
密や個人情報等の業務に関して知り得た情報を、第三
者に開示しないことを約束する契約のこと。第三者継
承の際には、相手方の企業や仲介業者・FA と締結す
ることが一般的である。 

表明保証 

契約の一方当事者が、他方当事者に対し一定の時点
（第三者継承においては、一般的には最終契約締結
時・クロージング時の両時点）において、当該契約に
関する事項について、当該事項が真実かつ正確である
ことを表明し、かつその内容を保証すること。 
特に、出し手（又はその経営者等）が一定の事項につ
いて表明保証していたにもかかわらずこれに違反し
た場合に、受け手に生じた損害について補償等を行う
こと等により、契約当事者間における潜在的なリスク
の分担を図る機能を有している。 

フィナンシャル・アドバイザー（FA） 

出し手又は受け手の一方との契約に基づいてマッチ
ング支援等を行う支援機関をいい、一部の M&A 専門
業者が該当する（業務範囲は個別の支援機関ごとに異
なる。）。 
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用語 説明 

フリーキャッシュフロー（FCF） 

企業経営者の判断で自由に使える余剰資金のこと。事
業で得られた現金収支（営業キャッシュフロー）から、
設備投資等（投資キャッシュフロー）を差し引き、手
元に残った資金。簡易的には、営業キャッシュフロー
と投資キャッシュフローを足して計算する。 
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第５  参考資料  

 １  チェックリスト  

第三者継承のプロセスを進めるに当たって、出し手・受け手がそれぞれの段階に応じて確
認する項目を、参考資料１「チェックリスト」に示した。出し手・受け手においては、自社
側のチェックリストだけを確認するのみならず、相手側のチェックリストも確認すること
によって、求められている情報に対する理解を深めることも有効である。 
なお、当該チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施する

ことを求めるものではない。また、活用に当たっては、出し手・受け手の個別の状況に応じ、
支援機関にも相談した上で活用されたい。 

 

 ２  各種契約書例 *５ 

第三者継承のプロセスを進めるに当たって、出し手・受け手・支援機関が必要に応じて取
り交わす契約書等の例を以下に示した ３。 
なお、以下は参考例を示したものであり、継承の場面においてはここに掲げた例が適用で

きない場合があることにも留意した上で、具体的な契約書等の作成に際しては、弁護士等の
専門家に相談することが望ましい。 

 
（１）秘密保持誓約書（NDA）（例） 

受け手が出し手に差し入れる秘密保持誓約書を前提としている。差し入れ形式の場
合は、出し手は署名する必要はない。 

（２）仲介契約書（M&A 仲介業務委託契約書）（例） 
出し手又は受け手が仲介者との間で締結する仲介契約を前提としている。  

（３）基本合意書（例） 
株式譲渡を前提に、出し手株主（１名）と受け手が締結する基本合意を前提としてい

る。 
（４）株式譲渡契約書（例） 

出し手株主（１名）と受け手が締結する株式譲渡契約を前提としている。 
  

 
３ 契約書サンプルとして取り上げる書類については、「中企庁ガイドライン（第３版）」の
「各種契約書類サンプル」に倣いつつ、農業法人の継承において重要な要素及び出し手の権利
保護に資する事項を中心に記載している。受け手として要件を追加する場合には、その必要性
や効果を出し手に適切に説明の上、締結することが望ましい。 
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 ３  各種支援機関の連絡先  

 第三者継承を進める上で、その相談先として活用が想定される農業経営・就農支援セン
ターと事業承継・引継ぎ支援センターの連絡先を、参考資料３「各種支援機関の連絡先」
にまとめたので、必要に応じて活用されたい。 
 相談に当たっては、経営継承の意思決定がまだ済んでいないから相談を控えるのではな
く、むしろ意思決定が済んでいないからこそ相談することが重要で、早くからの相談がそ
の後の円滑な経営継承につながることに留意が必要である。特に都道府県の農業経営・就
農支援センターは、農業の経営継承に関する相談対応を行っており、第三者継承の際にま
ず何から取り掛かればよいか分からない場合には、その相談先として活用するとよい。 
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/fmsj/60/1/60_38/_pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hozin_nouchi.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html
https://www.maff.go.jp/j/aid/riyo_syobun/
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
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*16 厚生労働省,HACCP（ハサップ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/i
ndex.html 

*17 日本経済評論社,吉田慎吾・田井政晴,企業価値評価と農業法人―持続可能性による価
値創造 

*18 農林水産省,農薬コーナー 
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/ 

*19 農林水産省,都道府県施肥基準等 
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/ 

*20 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,日本土壌インベントリー 
https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/main/menu/static/ 

*21 中小企業庁,中小 PMI ガイドライン～中小 M&A を成功に導くために～,2022 年 3 月 
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf 

*22 農林水産省,農業経営等に関する相談 
https://www.maff.go.jp/j/keiei/soudanjyo.html 

*23 独立行政法人中小企業基盤整備機構,事業承継・引継ぎ支援センター 
https://shoukei.smrj.go.jp/ 

*24 JA 全農,事業承継支援への取り組み 
https://www.zennoh.or.jp/tac/business.html 

*25  JA 全農,農家のバトンタッチ『事業承継』 
https://www.zennoh-weekly.jp/wp/articles/2507 

*26 文部科学省,技術士制度 
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gijutsushi/index.htm 

*27 中小企業庁,M&A 支援機関登録制度 
https://ma-shienkikan.go.jp/ 

*28 株式会社日本政策金融公庫,事業承継マッチング支援 
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keieishigen_guide_260403.pdf 

 
その他・全般 
・ 筑波書房,日本農業経営学会・渋谷往男,農業法人の M&A:事業継承と経営成長の手法

として,2024 年 
・ 日本実業出版社,北地達明・北爪雅彦・松下欣親・伊藤憲次,M&A 実務のすべて,2022

年 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/
https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/main/menu/static/
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/soudanjyo.html
https://shoukei.smrj.go.jp/
https://www.zennoh.or.jp/tac/business.html
https://www.zennoh-weekly.jp/wp/articles/2507
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gijutsushi/index.htm
https://ma-shienkikan.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keieishigen_guide_260403.pdf
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・ 中央経済グループパブリッシング,安井淳一郎・岡田昌也・越智多佳子,M&A 実務ハン
ドブック 会計・税務・企業評価と買収契約の進め方,2024 年 

・ 経営者保証ガイドライン,一般社団法人全国銀行協会 
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/ 
  

https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
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「農業分野の法人版 第三者継承ガイドライン」検討委員会 
  

◆有識者委員 
 

越智 研至 株式会社大和総研 コーポレート・アドバイザリー部 
主席研究員  

桐谷 曜子 法律事務所 ZeLo 弁護士 

 
田井 政晴 株式会社事業性評価研究所 代表取締役社長 

 
山口 美幸 小谷野公認会計士事務所 税理士・公認会計士 

 
山本 淳子 琉球大学  農学部 亜熱帯地域農学科 准教授 

 
◆オブザーバー 

 
高嶋 辰也 株式会社日本政策金融公庫 農林水産事業本部 

営業推進部 課題解決支援第二グループ 
グループリーダー  

川副 温子 株式会社日本政策金融公庫 農林水産事業本部 
営業推進部 課題解決支援第二グループ 
グループリーダー代理  

◆事務局 
 

大和フード＆アグリ株式会社 
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出し手用チェックリスト ★は農業特有のポイント、◎は優先順位の高いチェック項目

優先項目 チェック欄

１ 第三者継承に向けた準備

（1）ありたい姿と継承条件の明確化（本文P.19）

譲渡の背景と目的 1 譲渡の理由（後継者不在による事業継承、資金調達、成⾧戦略の一環など）について、説明できるか。 ◎

譲渡後の関与方針 2 経営者が引き続き関与するのか、完全に引退するかのプランを検討しているか。

譲渡に当たっての条件、希望 3 譲渡するに当たって譲れないこと（従業員の処遇、事業内容など）を整理しているか。 ◎

譲渡時期 4 いつ頃までに譲渡を完了したいか検討しているか。

（2）親族等の身近な存在との意思統一（本文P.19）

親族等の身近な存在との意思統一 5 情報を伝える相手と第三者継承を行うことの意思統一をしているか。 ◎

（3）経営の可視化・磨き上げ（基礎情報）（本文P.20）

税務申告書 6 納税申告の内容が分かるもの（法人税申告書、確定申告書等）が準備できているか。 ◎

決算書及び勘定科目内訳書 7 貸借対照表や損益計算書及び勘定科目の内訳が分かるものが準備できているか。 ◎

固定資産台帳 8 固定資産の取得状況や減価償却の状況が記載された固定資産台帳が準備できているか。 ◎

事業に関する出納記録 9 農業経営に関する収入と支出をまとめた出納記録が準備できているか（受給した補助金も含む）。 ◎

購買記録 10 農業経営に必要な資材の購入記録があるか。 ◎

★ ほ場関係資料 11 ほ場の地図はあるか。 ◎

株式の状況 12 株主の状況が整理できているか。 ◎

事業用資産の整理 13 資産の保有状況（個人資産か法人資産か）が整理できているか。

（4）早期の支援機関や専門家への相談（本文P.21）

支援機関や専門家への相談 14 第三者継承を進めていくに当たって、外部の支援機関や専門家に相談したか。

支援機関に支払う費用の確認 15 支援を受けるに当たって、内容に応じて費用が掛かること、その金額、変動要因について説明を受け、納得したか。

２ 各プロセス

（1）マッチング（本文P.24-25）

継承に当たって必要となる手続等 16 実際に継承する場合に必要となる手続や事務の流れ（農地法、制度・認証の変更等）が想定されているか。

譲渡方法 17 譲渡方法（株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割など）について、決まっているか。

譲渡範囲 18 譲渡範囲（有形・無形資産、契約、従業員など）を明確化したか。 ◎

継承後の事業方針、ブランドの扱い、従業員の処遇 19 継承後の事業方針やブランドの扱い、従業員の処遇について、受け手と合意したか。 ◎

PMIの計画 20 いつまでに、何をどのように引き継ぐか、受け手と合意したか。 ◎

（2）企業価値評価（本文P.25-34）

希望価額の提示 21 自社の譲渡希望価格を根拠を以て提示したか。 ◎

希望価格と受け手提示価格の差異 22 自社の希望価格と受け手の提示価格に差はないか、許容できるか。 ◎

（3）基本合意（本文P.34）

基本合意書の内容（締結する場合） 23 合意書の内容について確認し、理解したか。 ◎

本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

（自社として必要な項目、チェック内容を採用してください）

区分 内容



出し手用チェックリスト ★は農業特有のポイント、◎は優先順位の高いチェック項目

優先項目 チェック欄

本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

（自社として必要な項目、チェック内容を採用してください）

区分 内容

















（4）デュー・ディリジェンス（DD）（本文P.35-48）

DD結果に基づく対応 24 DDの結果判明したリスクに対して、どのように対応するのか受け手と話し合ったか。 ◎

（5）最終交渉（本文P.48-49）

 価格譲渡条件の調整 25 最終的な譲渡条件を受容できるか。 ◎

業務引継ぎ（PMI計画） 26 引継ぎを開始する時期・終了する時期、引継ぎをする内容を受け手と合意したか。

（6）最終契約・クロージング（本文P.49-50）

契約内容の合意 27 契約書記載の条件を理解・合意したか。 ◎

（不動産等の所有者の変更を伴う場合）登記手続に必要な書類 28 必要な書類を受け手に引き渡したか。

払い込み 29 契約書の条件どおりに払い込みは行われたか。 ◎

（７）PMI（本文P.50-51）

組織体制の変更に伴う手続き 30 組織体制の変更に伴う必要な手続き（補助金、農地法、制度・認証の変更など）は完了したか。

業務引継ぎ 31 受け手との間で合意した業務引継ぎを完了したか。
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








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
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









受け手用チェックリスト ★は農業特有のポイント、◎は優先順位の高いチェック項目

優先項目 チェック欄

１ 第三者継承に向けた準備

(1)ありたい姿と継承条件・運営方針の明確化（本文P.22－23）

背景と目的の明確化 1 継承の目的（新規事業参入、シェア拡大、技術獲得など）を明確化しているか。 ◎

希望する出し手の像 2 継承対象の生産品目、地域、規模、財務状況などの条件を明確化しているか。

譲受に当たっての条件、希望 3 利益水準や事業内容など、譲受に当たって譲れないことは何か。 ◎

譲受時期 4 いつ頃までに譲受を完了したいか検討してあるか。

ターゲット企業の選定準備 5 どういう経営を継承したいか、絞り込んでいるか。

(2)推進体制の構築（社内）（本文P.23）

社内関係者 6 検討・推進チームを設置（経営陣、財務、法務、人事などの横断チーム）するか、役員の決定で進めるかを決めているか。

社内関係者の役割と意思決定フロー 7 検討・推進チームメンバー、役員間の役割分担を決めたか、意思決定フロー（承認手続・スケジュール）を定めたか。

(3)早期の支援機関や専門家への相談（本文P.23）

支援機関や専門家への相談 8 第三者継承を進めていくに当たって、外部の支援機関や専門家に相談したか。

支援機関に支払う費用の確認 9 支援を受けるに当たって、内容に応じて費用が掛かること、その金額、変動要因について説明を受け、納得したか。

２ 各プロセス

(1)マッチング（本文P.23-25）

候補先の探索 10 納得できる出し手候補が見つかったか。 ◎

(2)企業価値評価（本文P.25-34）

企業価値評価・資産評価 11 提示価格の根拠を説明し、理解を得たか。 ◎

(3)農業資産の評価（本文P.29-34）

資産の取り扱い 12 処分する資産か、継続利用する資産かを確認したか。 ◎

★ 土地及び農地（評価対象となる場合） 13 評価方法を決めて評価を行ったか。

★ 施設（評価対象となる場合） 14 評価方法を決めて評価を行ったか。

★ 機械設備・資材（評価対象となる場合） 15 評価方法を決めて評価を行ったか。

★ 生物（牛、豚、鶏、果樹等）（評価対象となる場合） 16 評価方法を決めて評価を行ったか。

(4)基本合意（本文P.34）

基本合意書の内容（締結する場合） 17 合意書の内容について出し手と協議し、説明した上で理解を得たか。 ◎

(5)デュー・ディリジェンス（DD）（本文P.35-48） DDの詳細は「３」も参照のこと

DDの範囲 18 DDを行う範囲を明確にし、出し手に要求する資料等を明確にしたか。 ◎

DDの結果 19 DDの結果を出し手に説明し、判明したリスクに対して、どのように対応するのか出し手と話し合ったか。 ◎

(6)最終交渉（本文P.48-49）

譲受条件の調整 20 最終的な譲受条件を受容できるか。 ◎

業務引継ぎ（PMI計画） 21 引継ぎを開始する時期・終了する時期、引継ぎをする内容を出し手と合意したか。

本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

（自社として必要な項目、チェック内容を採用してください）。

内容区分



受け手用チェックリスト ★は農業特有のポイント、◎は優先順位の高いチェック項目

優先項目 チェック欄

本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

（自社として必要な項目、チェック内容を採用してください）。

内容区分
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














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
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

















(7)最終契約・クロージング（本文P.49-50）

契約内容の合意 22 契約書記載の条件を理解・合意したか。 ◎

（不動産等の所有者の変更を伴う場合）登記手続に必要な書類 23 必要な書類は受領したか。

払い込み 24 契約書の条件どおりに払い込みを行ったか。 ◎

(8)PMI（本文P.50-51）

組織体制の変更に伴う手続き 25 組織体制の変更に伴う必要な手続き（補助金、農地法、制度・認証の変更など）は完了したか。

業務引継ぎ 26 受け手との間で合意した業務引継ぎを完了したか。 ◎

３ デュー・ディリジェンス（DD）

（1）法務（本文P.36-37）

会社・組織 27 登記簿や定款、株主名簿などから、出し手の組織体制について確認したか。 ◎

重要な契約 28 主要取引先との契約や農地の賃貸借契約など、出し手が締結している重要な契約についての契約内容等を確認したか。 ◎

資産及び負債 29 出し手が保有する資産及び負債について、所有権・担保設定等の状況を確認したか。

人事・労務 30 雇用契約書や就業規則など、人事・労務に関する書類と現場の実態を確認したか。 ◎

（2）税務・財務（本文P.37-38）

負債・債務 31 借入金、リース債務、買掛金、未払費用、引当金等の負債・債務について内容と条件を確認したか。 ◎

各種税務申告の適正性 32
農業特有の税務処理（収穫物評価、補助金の取扱い等）を含め、法人税・消費税・償却資産税等の各種税務申告が適正に行

われていることを確認したか。

（3）事業（本文P.38-39）

顧客・仕入先 33 主要顧客・仕入先との取引関係について、顧客集中度、契約条件、取引継続性等を踏まえて確認したか。

商品・サービス 34 商品やサービスを生み出す人や生産技術が継承後も十分であることを確認したか。 ◎

オペレーション・サプライチェーン 35 生産能力、稼働率、業務フロー、在庫管理、物流体制等のオペレーションと事業規模について確認したか。 ◎

（4）農業特有の観点（本文P.39-48）

★ 土地及び農地 36 土地及び農地について、地目、面積、権利関係（所有、賃借、使用貸借）がリストとして整理されているか。 ◎

37 所有の場合、継承後誰が所有するのか。また、所有可能か。

38 貸借の場合、筆ごとに地権者が明確になっているか。継承後の継続的な貸借が可能か。

39 ほ場の地図はあるか。

★ 補助金 40 過去及び現在の補助金の受給状況を把握しているか。 ◎

41 補助対象資産の耐用年数、処分制限の有無・内容を確認したか。 ◎

42 補助金の返還条件、再申請の要否について確認したか。 ◎

★ 制度・認証 43 制度・認証（農地所有適格法人、農事組合法人、認定農業者、保険、GAP、HACCPなど）の状況を確認したか。 ◎

44 継承に伴う変更届や再申請の要否を確認したか。



受け手用チェックリスト ★は農業特有のポイント、◎は優先順位の高いチェック項目

優先項目 チェック欄

本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

（自社として必要な項目、チェック内容を採用してください）。

内容区分































★ 施設及び機械設備 45 施設及び機械設備のリストがあるか、現物との乖離がないか。 ◎

46 所有形態（法人・個人、リース、他社との共同利用、補助金利用など）を確認したか。 ◎

47 入手時期、調達元、修繕履歴、過去に起きた設備トラブルなどの情報を確認したか。

48 自身の経営規模・内容に対して、適切な規模、数量、設備であることを確認したか。

★ 資材 49 資材（種苗、農薬、肥料、飼料等）の在庫リストがあるか、現物との乖離がないか。

50 入手時期、調達元を確認したか。

51 在庫の保管場所、品質を確認したか。

52 資材の使用履歴を確認したか。

★ 栽培環境 53
栽培環境（気温、降水量、日照、土壌、井戸取水、病害虫の発生状況など）とそれによる収量の変化について、過去からの

変化と現状、地域の他農業者との比較を確認したか。
◎

54 栽培環境リスク（風・積雪等の影響）を確認したか。

55 農業用用排水施設の整備・管理状況（築年数、管理方法、賦課金など）を確認したか。

★ 地域の状況 56
地域の状況（近隣農家の営農状況、生産部会、班の構成、水利、土地改良区、地域の農地集積の方針、地域の決まりごとな

ど）を確認したか。

57 近隣に有機農業に取り組んでいる事業者がいるか、自社からの農薬飛散のリスクがないかを確認したか。

58 ほ場や畜舎等の施設について、騒音、臭気等のトラブルが発生するリスクを確認したか。

59 地域のコミュニティ形成の状況について、確認したか。 ◎













支援者用チェックリスト ★は農業特有のポイント

優先項目 チェック欄

1. 支援業務の前に

基本事項 1 第三者継承ガイドラインの内容を確認し、当該ガイドライン方針に則って支援を行うことを確認したか。

2
（仲介契約・FAの場合）中小企業庁のM&Aガイドラインの「（参考資料６）仲介契約・FA 契約締結時のチェックリスト」

の内容を確認したか。

2.仲介契約事項

立場の明確化 3 契約前に、出し手・受け手に対して自社の立場を明確に説明したか。

手数料体系 4 利益相反の可能性や手数料体系（着手金・成功報酬・実費等）を明確に説明したか。

★ 専門家費用 5 追加で必要となる専門家費用（農地、測量など）を事前に提示したか。

支援者は、「出し手用チェックリスト」、「受け手用のチェックリスト」に加え、以下の観点から確認を行ってください。

なお、本チェックリストは参考例を示したものであり、全ての項目を網羅的に実施することを求めるものではありません。

区分 内容
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【参考資料２】各種契約書例 

〇年〇月〇日  

 

【出し手】御中 

【受け手】㊞    

 

秘密保持誓約書（例） 

 

※ あくまでも例であり、当事者の意向を制約するものではなく、具体的な内容は当事者間

での調整により設定される。必要に応じて弁護士等の専門家に相談することが望ましい。 

 

【受け手】（以下「当社」という。）は、【出し手】（以下「貴社」という。）に関する

株式譲渡取引（以下「本件取引」という。）の可能性を検討するに際し、貴社から情報の開

示を受けるに当たり、当該情報の取扱いに関し、以下の条項について遵守することを誓約し、

秘密保持に関する誓約書（以下「本誓約書」といいます。）を提出する。 

 

第１条（秘密保持義務） 

１ 本誓約書において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいい、口

頭、文書、電磁的記録その他開示の方法及び情報の形態を問わないものとする。 

① 本件取引の検討又は交渉に関連して貴社から開示を受けた情報 

② 本誓約書の締結の事実並びに本誓約書の存在及び内容 

③ 本件取引に係る交渉の経緯及び内容に関する事実 

２ 当社は、秘密情報を、貴社の事前の書面による承諾なくして第三者に対して開示せず、

また、本誓約書の目的以外の目的で使用しない。ただし、以下の各号のいずれかに該当

する情報は、秘密情報に該当しないものとする。 

① 貴社から開示を受けた時点において、既に公知の情報 

② 貴社から開示を受けた時点において、当社が既に正当に保有していた情報 

③ 貴社から開示を受けた後に、当社の責に帰すべき事由によらずに公知となった情

報 

④ 貴社から開示を受けた後に、当社が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務

を負うことなく正当に入手した情報 

⑤ 当社が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

３ 前項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、秘密

情報を第三者に開示することができるものとする。 
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① 当社の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びフィナン

シャル・アドバイザーその他のアドバイザーに対し、本件取引のために合理的に必要

とされる範囲内で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本

誓約書に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担す

る場合に限るものとし、かかる義務の違反については、その違反した者（秘密情報の

知得後に当社を退任又は退職した者を含みます。）に対して当社が自ら責任を負うも

のとする。 

② 法令等の規定に基づき、裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これに準じる公

的機関・団体（農業経営・就農支援センター、事業承継・引継ぎ支援センターを含む。）

等により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲内で当

該秘密情報を開示する場合。なお、かかる場合、貴社に対し、かかる開示の内容を事

前に（それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知するもの

とする。 

４ 当社は、本誓約書が終了した場合又は本誓約書の有効期間中に貴社から要求があっ

た場合は、貴社の指示に従い、秘密情報を速やかに返還し、又は破棄若しくは消去する

ものとする。 

５ 第３条に定める本誓約書の有効期間にかかわらず、本条に定める秘密保持の義務は

別段の定めがない限り、本誓約書の有効期間満了後も有効に存続するものとする。 

 

第２条（損害賠償） 

当社は、本誓約書上の義務に違反したことにより、貴社が損害を被った場合、当社は、貴

社に生じた損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）を賠償するものとする。 

 

第３条（有効期間） 

本誓約書の有効期間は、本誓約書締結日より２年間、本件取引にかかる最終契約の締結日、

又は本件取引の検討の終了を貴社及び当社で合意する日までとし、有効期間満了までにい

ずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、更に１年間延⾧し、以後も同様とする。 

 

第４条（準拠法及び管轄裁判所） 

１ 本誓約書は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。 

２ 本誓約書に関する一切の紛争（調停を含む。）については、●●地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 
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M&A 仲介業務委託契約書（例） 

 

※ あくまでも例であり、当事者の意向を制約するものではなく、具体的な内容は当事者間

での調整により設定される。必要に応じて弁護士等の専門家に相談することが望ましい。 

 

【出し手株主/受け手】（以下「甲」という。）及び【仲介者】（以下「乙」という。）

は、甲が株主となっている【出し手（株式会社）/受け手（株式会社）】（代表者：●●、

本店所在地：●●。以下「対象会社」という。）に関する株式譲渡取引（以下「本件取引」

という。）に関し、乙が甲に対し仲介・斡旋その他の業務を提供することについて、以下の

とおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（本件取引に関する仲介・斡旋等の業務の依頼） 

甲は、甲又は対象会社が、本件取引の相手方候補となる者（以下「候補先」という。）と

の間で本件取引を行うことに関して、乙に対して、以下の各号に定める仲介・斡旋その他の

業務（以下「本件サービス」という。）を依頼し、乙は、必要に応じ本件サービスを実施す

る。ただし、乙は、甲又は対象会社の代理人として法律行為を行うことはないものとする。 

① 候補先の紹介及び斡旋 

② 候補先の業務、財務及び経営戦略に関する情報の提供 

③ 甲が本件取引を検討するための情報収集等の支援 

④ 候補先又はその親会社若しくは株主に対する本件取引の提案 

⑤ デュー・ディリジェンスや本件取引の交渉への立会い 

⑥ 本件取引の最終契約に関する調整 

⑦ 弁護士、税理士、公認会計士、行政書士等の専門家の紹介等 

⑧ 本件取引の推進に必要な資料、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補

助 

⑨ その他前各号に付随するサービスの提供  

 

第 2 条（直接交渉の制限） 

甲は、乙の事前の承諾なく、本件取引に関して、候補先（乙が関与又は接触し、甲に対し

て紹介した者に限る。）又はその代理人に接触しないものとし、また対象会社をして同様の

行為をさせないものとする。 

注：直接交渉の制限に関する条項は実務上多く見られる一方、交渉（接触）の目的、候

補先の範囲を限定しない場合、通常の事業活動のために交渉や、依頼者自身が候補先

を発見する活動が妨げられるおそれがある。直接交渉が制限される交渉の目的や候補
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先の範囲等について、当事者間において認識を共有し、共有した内容が適切に契約書

に反映されているか確認する必要がある。 

 

第３条（秘密保持義務） 

１ 甲及び乙は、（ⅰ)本件取引の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた情

報、（ⅱ)本契約の締結の事実並びに本契約の存在及び内容、並びに(ⅲ)本件取引に係

る交渉の経緯及び内容に関する事実（以下「秘密情報」と総称する。）を、相手方の

事前の書面による承諾なくして第三者に対して開示してはならず、また、本契約の目

的以外の目的で使用してはならない。ただし、上記(ⅰ)の秘密情報のうち、以下の各

号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。 

① 開示を受けた時点において、既に公知の情報 

② 開示を受けた時点において、情報受領者が既に正当に保有していた情報 

③ 開示を受けた後に、情報受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

④ 開示を受けた後に、情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を

負うことなく正当に入手した情報 

⑤ 情報受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合に

は、秘密情報を第三者に開示することができる。  

① 自己（甲においては対象会社を含む。）の役員及び従業員に対し、本件取引のため

に合理的に必要とされる範囲内で開示する場合 

② 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びフィナンシャル・アドバイザーその他

の秘密保持義務を負うアドバイザーに対し、本件取引のために合理的に必要とされ

る範囲内で開示する場合 

③ 裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これらに準じる公的機関・団体（農業経

営・就農支援センター、事業承継・引継ぎ支援センターを含む。）に対し、合理的に

必要とされる範囲内で開示する場合 

④ 甲が本件取引に係る対象会社の債務等に関して負う個人保証について、当該個人

保証の提供先となる金融機関等に対し、当該個人保証の扱いについて相談する目的

のために、合理的に必要とされる範囲内で開示する場合（本件取引の成立前の相談を

含む。） 

注：受け手との契約の場合、④は不要。 

３ 甲及び乙は、本件取引が成約に至らなかった場合には、相手方より開示された秘密

情報（その写しも含む。）を、相手方から返還請求があれば速やかに返還する。 
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４ 第４条に定める本契約の有効期間にかかわらず、本条に定める秘密保持の義務は別

段の定めがない限り、本契約の有効期間満了後３年間存続する。 

 

第３条の２（候補先に対する報酬等の開示） 

甲は、甲が乙に支払う報酬に係る事項（第５条に定める報酬のほか、本契約に基づかな

い本件取引に係る報酬を含み、本契約締結後に報酬に係る事項に増額の変更があった場合

には、変更後の事項を含む。）を、候補先に開示することに同意する。 

注：仲介者には構造的な利益相反のおそれが存在するところ、これが顕在化することを防

止する観点から、本ガイドラインにおいては仲介者に対し、一方の当事者から受領する

報酬について、もう一方の当事者（受け手/出し手）に開示することを求めている。こ

れに関連する双方の依頼者からの同意に係る条項である。なお、FA 契約の場合は、本

条は不要。 

 

第４条（有効期間） 

１ 本契約の有効期間は本契約締結日から１年間とする。ただし、有効期間の満了日の

１週間前までに甲又は乙による特段の申出がない場合、本契約は、同じ条件で更に１

年間、自動的に延⾧されるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約は、本件取引の検討又は交渉が終了した場合に

は、その時点で終了する。 

 

第５条（報酬等） 

１ 甲は乙に対し以下の要領で報酬を支払う。 

① 着手金 

甲は乙に対し、(ⅰ)甲若しくは対象会社と候補先とが当事者面談を行い本件取引

の検討を進めることを甲若しくは対象会社と候補先との間で確認した場合、又は

(ⅱ)甲若しくは対象会社と候補先との間で秘密保持契約を締結した場合には、当事

者面談後又は甲若しくは対象会社と候補先との間の秘密保持契約締結後●日以内

に、着手金として金●●円を支払う。着手金は本件取引が成就しなかった場合でも

返還されないものとする（ただし、第６条第３項に規定する清算を行う場合を除

く。）。 

② 成功報酬 

甲又は対象会社と候補先との間で本件取引が実行された場合には、甲は乙に対

し、本件取引の対価の価額（以下「譲渡価額」という。）の●％又は●円のいずれ

か高い金額を本件取引実行後●日以内に、成功報酬として支払う。 
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注：手数料については、各仲介者によって方式が異なる。①成功報酬額の一部

（10％～20％程度）を基本合意締結時の中間金として請求する者、②着手金の

代わりに月額報酬を請求する者、③成功報酬のみ採用する者もいる。 

成功報酬も譲渡金額をベースに算定する場合や譲渡額に負債額を加えた移転総資

産額や純資産額を基準とする場合もあるため注意を要する。 

２ 甲が本条で定める報酬を支払う場合には消費税（本項においては、消費税及び地方

消費税をいう。）額分として当該金額に消費税率を乗じて算出される金額を加算して

支払う。 

３ 本条で定める報酬に加え、乙が本件サービスを遂行する上で要した費用のうち、甲

の事前の了解を得た特別の事由（出張、外部への委託調査等）により出費が生じた場

合には、甲は乙に対し当該費用を支払う。 

 

第６条（解除） 

１ 甲は、本件取引の実行前に限り、いつでも本契約を解除することができる。 

２ 乙は、次のときには、本契約を解除することができる。 

① 甲が、第５条に定める報酬のいずれかの支払を約定通り行わず、かつ、乙が相当

の期間を定めて催告したにもかかわらず、これに応じなかったとき 

② 甲が乙に対し虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかったた

め、乙の本件サービスの処理に著しい不都合が生じたとき 

３ 第１項及び前項の規定により解除した場合には、本件サービスの業務実施の程度に

応じて第５条記載の報酬及び費用の清算を行うこととし、業務実施の程度についての

甲及び乙の協議結果に基づき、第５条に定める報酬及び費用の全部又は一部の返金又

は支払を行うものとする。 

 

第７条（乙の責任） 

１ 甲は、乙が行う助言等の採否の決定、本件取引に関する各種契約締結の決定及び本

件取引に関する諸手続を、自らの判断で行い、かつ自ら契約締結行為をなすものとす

る。 

２ 乙は、本件サービスの実施について、甲に対し、善良な管理者の注意義務を負う。 

３ 乙は、本契約に基づき甲に対し一定の成果ないし効果の実現を保証し又は請け負う

ものではない。 

４ 乙は、次の利益相反行為を行わない。 

① 候補先から追加で手数料を取得し、候補先に便宜を図る行為（甲のニーズに反した

マッチングの優先的実施又は不当に低額（※）な譲渡価額への誘導等） 
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② リピーターとなる候補先を優遇し、候補先に便宜を図る行為（甲のニーズに反した

マッチングの優先的実施又は不当に低額（※）な譲渡価額への誘導等） 

③ 甲の希望した譲渡額よりも高額（※）で本件取引が成立した場合、甲に対し、正規

の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬とし

て要求する行為 

④ 甲又は候補先より伝達を求められた事項を相手方に対して伝達しない行為、もし

くは、甲又は候補先が実際には告げていない事項を偽って相手方に対して伝達する

行為 

⑤ 甲にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を甲に対して伝

達せず、秘匿する行為 

注：本サンプルは、出し手との仲介契約を前提としているが、FA 契約の場合は、本条

第４項は不要。また、受け手との仲介契約の場合、（※）部分については高低を逆と

する必要がある。 

 

第８条（準拠法・管轄） 

１ 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

２ 本契約に関する一切の紛争（調停を含む。）については、●●地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第９条（誠実協議） 

甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた場合に

は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上解決する。 

 

（以下、本頁余白） 
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本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。 

 

●●年●●月●●日 

 

甲 

（住 所）  

（氏 名）    ㊞ 

 

乙  

（所在地）  

（名 称）  

（代表者）    ㊞ 
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基本合意書（例） 

 

※ あくまでも例であり、当事者の意向を制約するものではなく、具体的な内容は当事者間

での調整により設定される。必要に応じて弁護士等の専門家に相談することが望ましい。 

 

【出し手（株式会社）】（代表者：●●、本店所在地：●●。以下「対象会社」という。）

の株主【出し手株主】（以下「甲」という。）及び対象会社の株式の譲受希望者【受け手】

（以下「乙」という。）は、甲が乙に対して、対象会社の発行済株式の全部を譲渡し、乙が

これを譲り受ける取引（以下「本株式譲渡」という。）に関する基本的な事項について、以

下のとおり合意した（以下「本合意」という。）。 

 

第１条（本株式譲渡の意向） 

甲及び乙は、本株式譲渡を検討し、実行する意向を相互に有することを本合意により確認

し、本株式譲渡にかかる最終契約を締結し、〇年〇月を目途に本株式譲渡を実行することに

向けて相互に誠実に協議を行うものとする。 

 

第 2 条（本株式譲渡の譲渡対価及び譲渡の条件） 

甲及び乙は、本株式譲渡の譲渡対価（以下「譲渡価額」という。）、その他の取引の条件

について、大要以下のとおりとすることを合意する。ただし、正式な譲渡価額は、最終契約

締結時に甲乙双方の協議により合意した金額とする。 

譲渡価額：金〇円を目途とする。 

譲渡条件：［雇用の継続等のその他の合意事項をご記載ください。］ 

 

第３条（デュー・ディリジェンス） 

乙は、本合意締結の日から１か月間を目処に、対象会社の事業の状況、財務状況等を検証

するため、対象会社に対する現地調査、決算資料、帳票等の財務資料、契約類等の資料の閲

覧、その他の調査（デュー・ディリジェンス）を行うことができるものとし、甲はこれに協

力するものとする。 

 

第４条（独占的交渉権） 

甲は、本合意の有効期間中は他のいかなる者との間でも、対象会社に係る M&A 取引（対

象会社株式の譲渡及び取得、対象会社の事業譲渡及び譲受、増資の引受け、合併、株式交換、

会社分割、資本業務提携等の取引をいう。）に関する交渉を行ってはならない。 

 



10 

 

第５条（秘密保持義務）［すでに秘密保持契約等を締結している場合は不要です］ 

１ 甲及び乙は、(ⅰ)本株式譲渡の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた情報、

(ⅱ)本合意の締結の事実並びに本合意の存在及び内容、並びに(ⅲ)本株式譲渡に係る交

渉の経緯及び内容に関する事実（以下「秘密情報」と総称する。）を、相手方の事前の

書面による承諾なくして第三者に対して開示してはならず、また、本合意の目的以外の

目的で使用してはならない。ただし、上記(ⅰ)の秘密情報のうち、以下の各号のいずれ

かに該当する情報は、秘密情報に該当しない。 

① 開示を受けた時点において、既に公知の情報 

② 開示を受けた時点において、情報受領者が既に正当に保有していた情報 

③ 開示を受けた後に、情報受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

④ 開示を受けた後に、情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を

負うことなく正当に入手した情報 

⑤ 情報受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

２ 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、

秘密情報を第三者に開示することができる。 

① 自己（甲においては対象会社を含む。）の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計

士、税理士、司法書士及びフィナンシャル・アドバイザーその他のアドバイザーに対

し、本合意の目的のために合理的に必要とされる範囲内で秘密情報を開示する場合。

ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持

義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとし、かかる義務の違反につ

いては、その違反した者に対して秘密情報を開示した当事者が自ら責任を負う。 

② 法令等の規定に基づき、裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これらに準じる

公的機関・団体（農業経営・就農支援センター、事業承継・引継ぎ支援センターを含

む。）等により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲内

で当該秘密情報を開示する場合。なお、かかる場合、相手方に対し、かかる開示の内

容を事前に（それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知し

なければならない。 

３ 甲及び乙は、本株式譲渡が成約に至らなかった場合には、相手方より開示された秘密

情報（その写しも含む。）を、相手方から返還請求があれば速やかに返還する。 

４ 第７条に定める本合意の有効期間にかかわらず、本条に定める秘密保持の義務は別

段の定めがない限り、本合意の有効期間満了後３年間存続する。 

 

第６条（法的拘束力） 
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本合意における定めは、本合意時点における本株式譲渡についての甲乙間の了解事項の

確認を目的とするものであり、本合意第 4 条及び第 5 条は法的拘束力を有するが、その他

の条項については、何らの法的拘束力を有しない。 

 

第７条（有効期間） 

本合意は本合意締結の日より発効し、本合意が解除される場合又は最終契約の履行が完

了した場合を除き、●●年●●月●●日までは有効に存続する。 

 

第８条（準拠法・合意管轄） 

１ 本合意は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

２ 本合意に関する一切の紛争（調停を含む。）については、●●地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第９条（誠実協議） 

甲及び乙は、本合意に定めのない事項及び本合意の条項に関して疑義が生じた場合には、

信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上解決する。 

 

 

 

本合意締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

●●年●●月●●日 

甲 

（住 所）  

（氏 名）     ㊞  

 

乙  

（所在地）  

（名 称）  

（代表者）    ㊞ 
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株式譲渡契約書（例） 

 

※ あくまでも例であり、当事者の意向を制約するものではなく、具体的な内容は当事者間

での調整により設定される。必要に応じて弁護士等の専門家に相談することが望ましい。 

 

【出し手株主】（以下「甲」という。）及び【受け手】（以下「乙」という。）は、【出

し手（株式会社）】（代表者：●●、本店所在地：●●。以下「対象会社」という。）の発

行済株式の全てである普通株式●●株（以下「本株式」という。）の甲から乙に対する譲渡

（以下「本株式譲渡」という。）に関し、本日、以下のとおり株式譲渡契約（以下「本契約」

という。）を締結する。 

注：簡易な株式譲渡契約書として、次の条項のみを設ける例もあり得る。 

第１条（目的） 

第２条（本株式の譲渡） 

第３条（譲渡価格） 

第４条（本株式譲渡の実行） 

第９条（甲の義務） 

第 10 条（乙の義務） 

第 12 条（本契約の解除） 

第 13 条（解除に係る特則及び買戻し条項） 

第 17 条（秘密保持義務） 

第 21 条（誠実協議） 

 

第１章 本株式の譲渡 

第１条（目的） 

本契約は、対象会社の一層の発展を目指し、本株式を甲が乙に対して譲渡することにより、

対象会社の経営権を乙に移転することを目的として、締結する。 

 

第２条（本株式の譲渡） 

甲は、乙に対し、本契約の規定に従い、●●年●●月●●日又は甲及び乙が書面により別

途合意する日（以下「クロージング日」という。）において、本株式を譲り渡し、乙は甲か

ら本株式を譲り受ける。 

 

第３条（譲渡価格） 
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本株式譲渡における本株式の対価（以下「本譲渡価額」という。）は、金●●円（１株当

たり金●●円）とする。 

 

第４条（本株式譲渡の実行） 

１ 甲は、乙に対し、クロージング日に、乙から本譲渡価額の支払を受けること引換えに、

次の各号の書類を交付する。 

① 甲の印鑑証明書 

② 本株式に係る株券（株券発行会社の場合）及び本株式譲渡に係る対象会社所定の書

式による株主名簿名義書換請求書（甲が押印済みのもの）、その他乙が対象会社に対

して会社法第 133 条に定める株主名簿書換請求を行うために必要な一切の書類を交

付すること。 

③ 第５条第２号及び第９条第１号に定める本株式譲渡を承認した対象会社株主総会

決議に係る議事録の原本証明付写し 

注：多くの中小企業は、発行済株式が全て譲渡制限株式である会社（いわゆる非公開会

社）であり、株式譲渡については会社の承認（原則として、取締役会設置会社では取

締役会決議、取締役会非設置会社では株主総会決議を要するが、定款でそれ以外の方

法とすることもできる。）が必要である。 

２ 乙は、甲に対し、クロージング日に、前項各号の書類の引渡しを受けることと引換え

に、本譲渡価額を支払う。 

３ 前項の支払は、乙が下記の銀行口座に振込送金する方法により行う。ただし、振込手

数料は乙の負担とする。 

記 

銀行支店名 ●●銀行 ●●支店 

口座種別 普通預金 

口座番号 ●● 

口座名義 甲 

４ 本株式譲渡の効力は、本条第１項に従い行われる株券の交付時に生じる。 

注：本サンプルは、対象会社が株券発行会社であるという前提である。株券発行会社の

場合、有効な株式譲渡のためには、原則として株券の交付が必要である。 

５ 甲及び乙は、クロージング日において、甲及び乙による本条第１項及び第２項の各義

務の履行（以下「クロージング」という。）後直ちに、対象会社をして、本株式に係る

甲から乙への株主名簿の名義書換を行わせる。 

注：株券発行会社であるか否かにかかわらず、株式譲渡後には、株主名簿の名義書換を

行う必要がある。 
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第２章 前提条件 

第５条（乙のクロージングの前提条件） 

乙は、クロージング日において甲について次の各号が満たされていることを前提条件と

して、第４条第２項に定める乙の義務を履行する。なお、クロージング日において以下の各

号の条件が一部でも満たされていない場合には、乙は、第４条第２項に定める義務の履行を

拒絶できるが、その任意の裁量により、以下の各号の条件の一部又は全部を放棄することが

できる。ただし、かかる条件の一部又は全部の放棄によっても、以下の各号の条件が充足し

たとみなされるものではなく、また、甲は、本契約に基づく表明及び保証の違反に基づく責

任その他本契約に定める甲の責任を減免されるものではない。 

① 第７条に規定する甲の表明及び保証が、クロージング日において、真実かつ正確である

こと。ただし、軽微な点における誤りは除く。 

② 第９条に規定する甲の義務が全て履行されていること。 

 

第６条（甲のクロージングの前提条件） 

甲は、クロージング日において乙について次の各号が満たされていることを前提条件と

して、第４条第１項に定める甲の義務を履行する。なお、クロージング日において以下の各

号の条件が一部でも満たされていない場合には、甲は、第４条第１項に定める義務の履行を

拒絶できるが、その任意の裁量により、以下の各号の条件の一部又は全部を放棄することが

できる。ただし、かかる条件の一部又は全部の放棄によっても、以下の各号の条件が充足し

たとみなされるものではなく、また、乙は、本契約に基づく表明及び保証の違反に基づく責

任その他本契約に定める乙の責任を減免されるものではない。 

① 第８条に規定する乙の表明及び保証が、クロージング日において、真実かつ正確である

こと。ただし、軽微な点における誤りは除く。 

② 第 10 条に規定する乙の義務が全て履行されていること。 

 

第３章 表明及び保証 

第７条（甲の表明及び保証） 

甲は、乙に対し、本契約締結日及びクロージング日において、別紙１に記載の各事項が真

実かつ正確であることを表明し保証する。 

 

第８条（乙の表明及び保証） 

乙は、甲に対し、本契約締結日及びクロージング日において、別紙２に記載の各事項が真

実かつ正確であることを表明し保証する。 
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第４章 クロージング前の取扱い 

第９条（甲の義務） 

甲は、乙に対し、本契約締結日後クロージングまでの間に、次の各号に定める義務を履行

するものとする。 

① 甲は、対象会社の株主総会をして、本株式譲渡を承認する旨の決議をさせなければなら

ない。 

② 甲は、対象会社をして、対象会社の活動を通常の事業活動の範囲内で行わせなければな

らず、通常の事業活動の範囲外の活動については、事前に乙の同意を得なければ行わせて

はならない。 

③ 甲は、第７条に規定する表明保証に違反することとなる行為を行わず、違反の事実又は

そのおそれが生じた場合、直ちにその旨並びに当該事実又はそのおそれの詳細を乙に対

して通知する。 

 

第 10 条（乙の義務） 

乙は、甲に対し、本契約締結日後クロージングまでの間に、次の各号に定める義務を履行

するものとする。 

① 乙は、クロージング日において対象会社の債務を対象会社の株主又は役職員が保証（物

上保証を含む。）している契約（以下「経営者保証等」という。)につき、当該契約の相

手方（金融機関等、以下本条において「相手方」という。）との間で、書面又は口頭によ

る交渉の実施や、相手方から要請される書類の提出や必要な面談等を行い、経営者保証等

の解除又は新規差し入れに関し、相手方より意向表明を得た上で、当該意向表明の結果を

甲に対して通知する。 

② 乙は、前号の意向表明の結果、経営者保証等の解除又は新規差し入れ手続を進めること

ができる場合は、相手方から保証契約書、保証差入書等その他手続を進めるために必要と

なる書面の交付を受け、必要事項を記載の上、これを相手方に差し入れる。 

③ 乙は、クロージング後直ちに当該変更登記を完了するため、本株式譲渡に伴う対象会社

の代表取締役及び取締役の変更登記に係る必要書類（就任承諾書・印鑑登録証書等）の作

成を完了させ、当該書類を甲及び相手方に提出する。 

④ 乙は、本契約締結日後クロージングまでの間に、第８条に規定する表明保証に違反する

こととなる行為を行わず、違反の事実又はそのおそれが生じた場合、直ちにその旨並びに

当該事実又はそのおそれの詳細を甲に対して通知する。 

注：本条①～③は、クロージング時に甲（出し手株主）の経営者保証等の対象となってい

る債務を乙（受け手）の資力により返済し、別途乙（受け手）が借り換えを行う場合は

不要。その場合には、乙（受け手）に対し、クロージングと同時に借入金の返済を行う
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義務を課すことが望ましい。なお、農業法人の継承に関しては、農地所有適格法人要件

の充足や営農管理・技術承継のために、出し手の前経営者が、役職員として法人に残っ

たり、段階的な株式譲渡等が行われたりすることが考えられる。経営者保証等の見直し

については、「経営者保証に関するガイドライン」等の内容を踏まえつつ、取引の実態

を踏まえてより柔軟な判断で行う必要があり、前経営者に対し、止むを得ず保証の継続

を求めることについては、より慎重な検討が求められる。 

 

第５章 クロージング後の取扱い 

第 11 条（乙の義務） 

１ 乙は、クロージング後すみやかに、対象会社をして、クロージング日において対象会

社の債務を対象会社の株主又は役職員が保証している契約につき、当該契約の相手方

と書面又は口頭による交渉を行い、当該保証の解除を合意させなければならない。乙は、

当該保証が合意解除されたことを示す書類を甲に交付するよう最大限努力する。甲が

対象会社のために保証している契約について、保証債務の履行その他の損害、損失又は

費用が発生した場合には、乙は、甲の損害、損失又は費用を補償する。 

２ 乙は前項の義務が履行されるまでの間、本株式を第三者に譲渡し、又は担保に供する

等の一切の処分をしてはならない。 

３ 乙は、前項に違反して対象会社の株式を処分したとしても、第１項の義務を免れない。 

 

第６章 解除 

第 12 条（本契約の解除） 

１ 甲及び乙は、相手方に本契約に定める表明保証、義務又は約束に違反があった場合、

相当期間を定めて催告し、相手方が当該期間内にこれを是正しないときは、クロージン

グ前に限り、本契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、相手方が、別紙１の（１）⑤及び（２）⑦に

規定する第７条に基づく甲の表明及び保証に違反した場合又は別紙２の⑤に規定する

第８条に基づく乙の表明及び保証に違反した場合には、相手方に対して書面で通知す

ることで、本契約を解除することができる。 

３ 本契約の解除後も、第７章の規定に基づく補償の請求は妨げられない。 

 

第 13 条（解除に係る特則及び買戻し条項） 

１ 甲は、以下の各号に定める事由が生じた場合、本契約の他の規定にかかわらず、クロ

ージング日から１年を経過するまでの間、その選択に応じて、書面をもって通知をする

ことで、本契約を直ちに解除し又は、本株式を買い戻すことができる。ただし、買戻し
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を行う場合、甲は、乙に対して、通知到達時点における相当な価額の支払いを行うもの

とする。 

① クロージング日から３か月を経過しても経営者保証等が解除されないとき 

② クロージング日から 14 日以内に乙が金融機関等に経営者保証等の解除について具

体的な相談（単なる挨拶・日程調整は相談に含まれない。）を始めないとき 

③ クロージング日以降、金融機関等が経営者保証等の解除ができないとの見解を示

し、又は解除のための条件を設けたにもかかわらず、１か月以内に、乙が借り換え・

一括弁済、解除のための条件の充足等の自らの負担による経営者保証等の解除を実

施しないとき 

２ 乙は、前項の通知を受領後、直ちに、甲に対して株券を交付しなければならない。 

３ 乙は、第１項の通知がなされたときは、当該通知の乙への到達をもって、直ちに、乙

から甲への株券の交付がなされたものとみなす。  

４ 乙は、クロージング日から６か月を経過し、かつ第１項各号のいずれかの事由に該当

している場合は、甲に対し、解除又は買戻しを行うかについて書面による催告をするこ

とができる。  

５ 前項の催告後、甲が解除又は買戻しを行わずに１か月が経過した場合は、甲は、第１

項の規定にかかわらず、解除又は買戻しを行うことができない。 

注：本条は、クロージング後に経営者保証等の解除がなされない場合における甲（出し手株

主）の救済手段として、甲（出し手株主）に契約のクロージング後の解除又は株式の買戻

しを行う権利を認める規定である。クロージング後に受け手によって対象会社の企業価

値が毀損した場合には、買戻しに当たって株価に毀損した企業価値を織り込むことで甲

（出し手株主）保護を図ることが考えられるところ、規定例においては「相当な価額」と

抽象的に定めているが、金額をめぐって紛争化しないようあらかじめ確定額又は計算方

法等を具体的に定めることも考えられる。もっとも、クロージング後は、乙（受け手）に

より対象会社の経営権が支配された状況にあり、対象会社の預金口座や印鑑等も乙（受け

手）が保有しているため、実際の対応は困難を極めることが予想される。甲（出し手株主）

としては早期に弁護士等の士業専門家に相談を行い、経営権の取り戻し等の対応を検討

することが必要である。また、クロージング後に乙（受け手）によって対象会社に生じた

損害については、どのように精算され得るのか、法的構成によっても様々な考え方があり

得るところであるが、本契約書では買戻し構成の場合に一定の指針となりうる考え方を

例示した（第 16 条参照）。なお、本条項が用いられ解除や買戻しが行われることは例外

的事態であり、そのような事態においては、経営権の取り戻しや金銭補償を巡って当事者

間での交渉も難航することが予想される。あくまで、クロージング前の早期の段階から経
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営者保証の解除等に向けた金融機関等への相談を開始する等の対応が求められる点は留

意すべきであり、万一の場合には早期に弁護士等の士業専門家への相談を実施されたい。 

注：本条第１項第３号において、「クロージング日以降、金融機関等が経営者保証等の解除

ができないとの見解を示し、又は解除のための条件を設けたにもかかわらず、１か月以内

に、乙が借り換え・一括弁済、解除のための条件の充足等の自らの負担による経営者保証

等の解除を実施しないとき」との期限を設けている。本契約はあくまで甲（出し手株主）

と乙（受け手）における合意であり、金融機関等を拘束するものではなく、もとより借り

換え等の審査には一定の期間を要するところ、個別具体的な事情によっては相応の期間

を要することも考えられるため、結果的に上記の期限に金融機関の審査が間に合わない

こともあり得る点には留意が必要である。 

 

第７章 補償等 

第 14 条（甲による補償） 

１ 甲は、乙に対し、第７条に定める甲の表明保証の違反又は本契約に基づく甲の義務の

違反に起因又は関連して乙が被った損害、損失又は費用（合理的な弁護士費用を含む。

以下「損害等」という。）を補償する。 

２ 前項の補償のうち、甲の表明保証の違反に基づく補償責任における補償額の総額は、

いかなる場合であっても、本譲渡価額の●％を超えないものとする。 

注：補償額の総額の上限値は個別の事例に応じて変動し得るものではあるものの、一般

に上限の数値を高く設定するのであれば、具体的な上限の数値に応じてその理由に

は相応のものが求められると考えられる。仮に 100％に近い上限が設定される場合に

は、その妥当性について慎重に吟味することが必要となる。 

３ 第 1 項の補償のうち、甲の表明保証の違反に基づく補償責任は、一つの事由に基づ

く違反により生じた損害が●円を超過するものの合計額が●円を超過した場合にのみ、

当該合計額について補償義務が発生するものとする。 

４ 第 1 項の補償のうち、甲の表明保証の違反に基づく補償責任は、乙がクロージング

日から●か月経過するまでに書面により甲に請求した場合に限り生じるものとする。 

注：一つの考え方として、クロージング日から数えて 1～ｎ回目の決算日＋1 か月程度

を目安として設定することが考えられる。 

５ 甲は、乙が第１項に基づく補償の請求の対象となる自らの損害等の拡大を防止する

ための措置を執らなかったことにより拡大した損害等については、第１項に基づく補

償責任を条理上合理的な範囲で免れるものとする。 

６ 本契約に商法第 526 条の規定は適用されないものとする。 
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注：本契約書では規定していないが、甲（出し手株主）に表明保証違反が認められても、

DD（デュー・ディリジェンス）の結果等を踏まえた乙（受け手）の主観に応じて、

甲（出し手株主）の免責を認めるアンチ・サンドバッギング条項が設けられる場合も

ある（規定例は以下の＜アンチ・サンドバッギング条項例＞を参照）。 

＜アンチ・サンドバッギング条項例＞ 

 次の各号に定める事実は、第●条に規定する甲の表明及び保証についての違反

とはならないものとする。 

（１）乙が本契約締結時点において認識し、又は認識し得た事実 

（２）乙が本株式譲渡に関連して実施した甲及び対象会社に対する DD（デュー・

ディリジェンス）において甲又は対象会社から提供を受けた情報に含まれる

事実 

 

また、乙（受け手）の認識にかかわらず甲（出し手株主）の免責を認めないプロ・

サンドバッギング条項が設けられている場合もある（規定例は以下の＜プロ・サンド

バッギング条項例＞を参照）。 

＜プロ・サンドバッギング条項例＞ 

乙が、第●条に規定する甲の表明及び保証について違反があることを知り、又は

知り得た場合であっても、当該表明及び保証の効果並びに当該表明及び保証の違

反に関する甲の責任の有無又は内容にいかなる影響も与えないものとする。 

 

乙（受け手）の立場からすれば、甲（出し手株主）の免責を認めないプロ・サンド

バッキング条項を設けることを希望することが多いと思われる。しかし、プロ・サン

ドバッキング条項は、甲（出し手株主）が DD（デュー・ディリジェンス）に協力し

て積極的に情報開示を行い、当該情報に基づき乙（受け手）が本件取引によるリスク

を認識していたとしても、当該リスクが現実化した場合に、甲（出し手株主）が責任

を免れることができないという帰結となるため、当該条項の意味内容を甲（出し手株

主）が正しく理解していなければ、甲（出し手株主）がその帰結に納得できないとし

て事後に紛争化しやすい。 

特に農業分野の継承取引において、表明保証の例外事由等を正確に規定する契約

交渉が行われることは合理的に期待しにくい中で、定型的な表明保証文言が当事者

による十分な吟味なく締結されてしまう蓋然性が高い。他方で受け手としても、DD

（ディー・ディリジェンス）期間が限られており、かつ開示される客観的資料も不十

分なことが少なくない。そのため、客観的な資料からはリスクを認識できない一方

で、マネジメントインタビューからリスクの端緒を掴める場合がある。しかし、口頭
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でのやり取りでは甲（出し手株主）としては伝えたつもりが、乙（受け手）にはニュ

アンスが正確に伝わっていないということも考えられる。このような場合に乙（受け

手）がリスクを認識し得たと言えるのかという問題もあるところであり、アンチ・サ

ンドバッギング条項を採用する場合は、受け手としては特に注意を要する。 

 

第 15 条（乙による補償） 

１ 乙は、甲に対し、第８条に定める乙の表明保証の違反又は本契約に基づく乙の義務

の違反に起因又は関連して甲が被った損害等を補償する。 

２ 前項の補償のうち、乙の表明保証の違反に基づく補償責任における補償額の総額

は、いかなる場合であっても、本譲渡価額の●％を超えないものとする。  

３ 第 1 項の補償のうち、乙の表明保証の違反に基づく補償責任は、一つの事由に基づ

く違反により生じた損害が●円を超過するものの合計額が●円を超過した場合にの

み、当該合計額について補償義務が発生するものとする。 

４ 第 1 項の補償のうち、乙の表明保証の違反に基づく補償責任は、甲が、クロージン

グ日から●か月経過するまでに書面により乙に請求した場合に限り生じるものとす

る。 

５ 乙は、甲が第１項に基づく補償の請求の対象となる自らの損害等の拡大を防止する

ための措置を執らなかったことにより拡大した損害等については、第１項に基づく補

償責任を条理上合理的な範囲で免れるものとする。 

 

第 16 条（回復請求） 

１ 第 13 条の規定に基づく買い戻しが行われた場合で、クロージング日から買い戻し

日までに対象会社の純資産の減少（対象会社が債務超過である場合に債務超過の額の

増額を含む。）等の損害が生じているときは、甲は、乙に対して、当該損害の回復を

請求することができる。 

２ 甲は、前項の債権を第 13 条の支払い債務と相殺することができる。 

注：クロージング後に対象会社に生じた純資産の減少等の損害は、本来は対象会社

に生じた損害として乙（受け手）の役員等の任務懈怠責任等として整理されると

ころ、本条は、債務超過企業等を対象会社とし、かつ譲渡価額が備忘価格程度と

低廉な価額が設定される M＆A において、クロージング後に受け手等によって、

対象会社の現預金等が不当に流出させられた場合に機能することを想定して、特

別に、甲（出し手株主）から乙（受け手）への直接の請求を認める趣旨の規定で

ある。 
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本条に関して、どのように損害及びその数額を認定するかは、個別具体的な状

況に応じて様々な考え方があり得るところだが、例えば、①クロージング日にお

ける対象会社の純資産価額と買戻し日における純資産価額を比較する方法や、②

クロージング日における B/S が存在しないような場合には、クロージング日前の

直近の B/S を代用する方法、③より簡便な形で現預金の減少を基準とする等の方

法が考えられる。 

注：第 13 条に基づく解除を行った場合には、甲（出し手株主）・乙（受け手）は

それぞれ民法上の原状回復義務を負うため、かかる原状回復義務に基づき精算が

図られることになる。 

 

第８章 一般条項 

第 17 条（秘密保持義務） 

１ 甲及び乙は、本契約締結日から●年間、(ⅰ)本契約の検討又は交渉に関連して相手方

から開示を受けた情報、(ⅱ)本契約の締結の事実並びに本契約の存在及び内容、並びに

(ⅲ)本契約に係る交渉の経緯及び内容に関する事実（以下「秘密情報」と総称する。）

を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に対して開示してはならず、また、

本契約の目的以外の目的で使用してはならない。ただし、上記(ⅰ)の秘密情報のうち、

以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。 

① 開示を受けた時点において、既に公知の情報 

② 開示を受けた時点において、情報受領者が既に正当に保有していた情報 

③ 開示を受けた後に、情報受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

④ 開示を受けた後に、情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を

負うことなく正当に入手した情報 

⑤ 情報受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

２ 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、

秘密情報を第三者に開示することができる。 

① 自己（甲においては対象会社を含む。）の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計

士、税理士、司法書士及びフィナンシャル・アドバイザーその他のアドバイザーに対

し、本契約に基づく取引のために合理的に必要とされる範囲内で秘密情報を開示す

る場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘

密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとし、かかる義務の違

反については、その違反した者に対して秘密情報を開示した当事者が自ら責任を負

う。 
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② 法令等の規定に基づき、裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これらに準じる

公的機関・団体（農業経営・就農支援センター、事業承継・引継ぎ支援センターを含

む。）等により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲内

で当該秘密情報を開示する場合。なお、かかる場合、相手方に対し、かかる開示の内

容を事前に（それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知し

なければならない。 

③ 中小 M＆A ガイドラインが求める「情報共有の仕組み」に係る登録事由に該当す

る事実が生じ、当該情報共有の仕組みの運営主体に対して、当該情報共有の仕組みが

要請する事由を開示する場合 

 

第 18 条（公租公課及び費用） 

甲及び乙は、原則として、本契約及び本契約が予定する取引に関連して発生する公租公課、

アドバイザーに対する費用・報酬、その他一切の費用については、各自これを負担する。 

 

第 19 条（存続条項） 

本契約が終了した場合であっても、第７章及び第８章の規定は引き続き効力を有する。 

 

第 20 条（準拠法・管轄） 

１ 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

２ 本契約に関する一切の紛争（調停を含む。）については、●●地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 21 条（誠実協議） 

甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた場合には、

信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上解決する。 

 

（以下、本頁余白） 
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本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

●●年●●月●●日 

 

甲  

（住 所）  

（氏 名）     ㊞  

 

乙 

（所在地）  

（名 称）  

（代表者）     ㊞ 
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（別紙１）甲が表明及び保証する事項 

 

注：本契約書は、実際に記載している項目も含めて、あくまで例として規定しているもので

あり、個別の事案に応じ、どの項目が必要となるかや、各項目についてどの程度の表明保

証を行うかは異なる点に留意されたい。実際の表明保証条項の書きぶりは様々あり得る

ところであり、仲介者・FA から提供されたひな形や最終契約書のレビューの応酬が繰り

返される中で、甲側（出し手株主）が、知らず知らずのうちに過剰な範囲で表明保証を行

っており、事後に紛争化する例も見受けられる。甲（出し手株主）自身でも内容を確認の

上、必要に応じて弁護士等の士業専門家のレビューを受けて、どのような場合に補償責任

を負うことになるのか、その場合の責任の範囲等を正しく認識することが望ましい。 

 

（１）甲に関する表明及び保証 

① 自然人 

甲は、日本国籍を有し日本国に居住する自然人であること。 

② 本契約の締結及び履行 

甲は、本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権能

を全て有しており、法令等上の制限及び制約を受けていないこと。 

③ 強制執行可能性 

本契約は、甲により適法かつ有効に締結されており、かつ乙により適法かつ有効に

締結された場合には、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、かかる義

務は、本契約の各条項に従い、甲に対して執行可能であること。 

④ 法令等との抵触の不存在 

甲による本契約の締結及び履行は、(ⅰ)甲に適用ある法令等又は司法・行政機関等

の判断等に違反するものではなく、(ⅱ)甲が当事者である契約等について、債務不履

行事由等を構成するものではないこと。また、甲による本契約の締結又は履行に重大

な影響を及ぼす、甲を当事者とする訴訟等は係属しておらず、かつ、将来かかる訴訟

等が係属するおそれもないこと。 

⑤ 反社会的勢力との関係の不存在 

甲は、反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資金の提供、便宜の供

与、経営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。なお、反社会的勢力とは以

下の者のことを指し、本契約において以下同じとする。 

ⅰ 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的

に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助⾧するおそれがある団体をい

う。） 
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ⅱ 暴力団員（暴力団の構成員をいう。） 

ⅲ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の

威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴

力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し

若しくは関与する者をいう。） 

ⅳ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準

構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力

団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与 する企業又は業務の遂

行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力してい

る企業をいう。） 

ⅴ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法

行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

ⅵ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、

不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に

脅威を与える者をいう。） 

ⅶ 特殊知能暴力集団等（上記ⅰないしⅵに掲げる者以外の、暴力団との関係を背

景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の

中核となっている集団又は個人をいう。） 

ⅷ その他上記ⅰないしⅶに準ずる者  

⑥ 倒産手続等の不存在 

甲について、支払停止、手形不渡、銀行取引停止等の事由は生じておらず、かつ、

破産、民事再生等の倒産手続開始の申立てはされておらず、それらの申立て事由も生

じておらず、私的整理も行われていないこと。 

⑦ 対象会社との取引の不存在 

クロージング日において、甲と対象会社の間には、甲が対象会社の役員として提供

する役務及びそれに対する報酬等の支払を除き、役務、便益の提供その他の取引（契

約書の有無を問わない。）は存在しないこと。ただし、本契約において記載がある事

項については、この限りではない。 

 

（２）対象会社に関する表明及び保証 

① 対象会社の設立及び存続  

対象会社は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株 式会社で

あり、現在行っている事業に必要な権限及び権能を有していること。 

② 対象会社の株式 
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ⅰ 対象会社の発行済株式は本株式が全てであること。本株式は、その全てが適法

かつ有効に発行され、全額払込済みの普通株式であること。 

ⅱ 甲は、本株式の全てを何らの負担、制限及び制約のない状態で、適法かつ有効

に所有していること。 

ⅲ 本株式について、訴訟等、クレーム等、司法・行政機関等の判断等は存在しな

いこと。 

ⅳ 対象会社は、転換社債、新株引受権付社債、新株引受権、新株予約権、新株予

約権付社債その他対象会社の株式を取得できる権利を発行又は付与していない

こと。 

③ 子会社及び関連会社の不存在 

対象会社は、子会社及び関連会社を有していないこと。 

④ 倒産手続等の不存在対象会社について、支払停止、手形不渡、銀行取引停止等の事

由は生じておらず、かつ、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続開始の

申立てはされておらず、それらの申立て事由も生じておらず、私的整理も行われてい

ないこと。 

⑤ 計算書類等 

●●年●●月●●日を終期とする事業年度に係る対象会社の計算書類 その他の

甲が乙に開示した計算書類等（以下「本計算書類等」という。）は、適用ある法令等

及び日本において【一般に公正妥当と認められる企業会計の基準/中小企業の会計に

関する指針/中小企業の会計に関する基本要領/法人税法の文脈で要求され、または許

容されている会計処理のうち会社の財産及び損益の状況を明らかにするという観点

から受け入れられない場合を除いた処理】に従って作成されており、その作成基準日

及び対象期間における対象会社の財政状態及び経営成績を、重要な点において正確

に示していること。 

注：いかなる会計基準に準拠しているかは、個社の事情により異なるため、適宜自

社が準拠している基準を記載する。 

⑥ 法令遵守 

【甲の知る限り／知りうる限り】、対象会社は、過去●年間において、適用ある法

令等（労働関連の各法令等を含む。）及び司法・行政機関等の判断等を、重要な点に

おいて、遵守しており、重要な点において、これらに違反したことはないこと。対象

会社は、過去●年間において、事業停止等の一切の行政処分を受けていないこと。 

注：上記のように表明保証事項に主観による限定を加えることもありうる。「知る限

り」（現に認識していること）よりも「知り得る限り」（現に認識していなくとも、

認識できたであろう場合を含む）の方が広い概念であって保証の範囲は広がる。誰
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の主観を対象に、どのような場合にどの程度の限定を加えるかは、個別の事案によ

って異なる点に留意されたい。 

⑦ 反社会的勢力との関係の不存在 

対象会社及びその役員は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資金

の提供、便宜の供与、経営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。対象会社

の従業員は、甲の知る限り、反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資

金の提供、便宜の供与、経営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。 

注：表明保証条項は、乙側（受け手）から上記のような内容のものを、もし事実と異

なるところがあればあらかじめ教えて欲しいという趣旨も込めて提案されること

がある。その場合、甲側（出し手株主）としては、表明保証の内容について理解し、

事実と異なるところがあれば（例えば、中小企業の場合、計算書類に誤りが含まれ

ていること等は多い。）、契約書の中に、表明保証の対象から除外する事項を別途

明記する必要がある。表明保証の内容をよく理解せずに事実に反することを表明

保証してしまうと、後に損害賠償等のトラブルになる可能性があるので注意が必

要である。 

 

注：甲（出し手株主）が対象会社に関して表明保証する事項としては、上記に例示したも

の以外にも、下記のような事項がありうる。 

 

 〈資産〉 

  対象会社は、その事業の遂行のために使用している有形又は無形資産につき、有効か

つ対抗要件を具備した所有権、賃借権又は使用権を保有しており、かかる資産上には対

象会社以外の者に対する債権を被担保債権とする担保権は存在しないこと。また、対象

会社の所有に係る不動産は、良好な状態に維持されており、重要な変更を加えられてい

ないこと。 

〈知的財産権〉 

対象会社は、その事業を遂行するに当たり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠

権、商標権、著作権その他の知的財産権（以下「知的財産権」という。）について、自

ら保有するか又は知的財産権を使用する権利を有しており、第三者の知的財産権を侵

害しておらず、過去に侵害した事実もなく、侵害しているとのクレームを受けたことも

ないこと。また、第三者が対象会社の知的財産権を侵害している事実もないこと。 

〈負債〉 

対象会社は、保証契約、保証予約、経営指導念書、損失補填契約、損害担保契約その

他第三者の債務を負担し若しくは保証し、又は第三者の損失を補填し若しくは担保す
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る契約の当事者ではないこと。対象会社は、●●年●●月●●日以降、通常の業務過程

で生じる債務及び負債、本計算書類 等に記載された負債、第 11 条に従い甲に支払わ

れる役員に係る役員退職慰労金債務を除き、一切の債務及び負債を負担していないこ

と。 

〈重要な契約〉 

対象会社が締結する重要な契約は全て有効に成立・存続し、それぞれ各契約の全当事

者を拘束し、かつ執行可能な義務を構成すること。全ての重要な契約に関し、これらの

内容を変更若しくは修正し、又は契約の効果を減ずるような約束は、口頭又は文書を問

わず一切存在しないこと。全ての重要な契約について、本契約の締結及び履行は解除事

由又は債務不履行を構成せず、また、当該契約の相手方による理由なき解除を認める規

定は存在しないこと。全ての重要な契約について、対象会社の債務不履行の事実は存在

せず、また、今後債務不履行が発生するおそれもないこと。 

〈競業避止義務の不存在〉 

対象会社は、取引先等との契約において、競業避止義務等の義務のうち、その事業の

遂行に重大な影響を与える制限を内容とする義務を負っていないこと。 

〈労働関係〉 

対象会社は、その従業員に対し法令等上支払義務を負っている全ての賃金を支払っ

ていること。対象会社には、以下に記載されたもの以外にストライキ、ピケッティン

グ、業務停止、怠業その他従業員との間での労働紛争は存在しないこと。対象会社は、

いかなる従業員に対しても、退職金等の経済 的利益を提供する義務を負っていないこ

と。対象会社においては、以下の一又は複数の労働組合が組織されており、対象会社と

当該労働組合との間で以下の労働協約が締結されていること及び以下に記載されたも

の以外に組織された労働組合はなく、締結されている労働協約も存在しないこと。（略） 

〈税務申告等の適正〉 

対象会社は、過去７年間、国内外において、法人税をはじめとする各種課税項目及び

社会保険料等の公租公課について適法かつ適正な申告を行っており、適時にその支払

を完了していること。また、クロージング日以前の事業に関して、対象会社に対する課

税処分がなされるおそれは存在しないこと。 

〈情報開示〉 

本契約の締結及び履行に関連して、甲又は対象会社が、乙に開示した本株式又は対象

会社に関する一切の情報（本契約締結日前後を問わず、また、書面等の記録媒体による

と口頭によるとを問わない。）は、重要な点において、全て真実かつ正確であること。 
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（別紙２）乙が表明及び保証する事項 

 

① 設立及び存続 

乙は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行

っている事業に必要な権限及び権能を全て有しており、法令等上の制限及び制約を受け

ていないこと。 

② 本契約の締結及び履行 

乙は、本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権能を有

していること。乙による本契約の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、乙は、

本契約の締結及び履行に関し、法令等又は乙の定款その他内部規則において必要とされ

る手続を全て適法に履践していること。 

③ 強制執行可能性 

本契約は、乙により適法かつ有効に締結されており、かつ甲により適法かつ有効に締結

された場合には、乙の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、かかる義務は、本

契約の各条項に従い、乙に対して執行可能であること。 

④ 法令等との抵触の不存在  

乙による本契約の締結及び履行は、(ⅰ)乙に適用ある法令等又は司法・行政機関等の判

断等に違反するものではなく、(ⅱ)乙の定款その他内部規則に違反するものではなく、

(ⅲ)乙が当事者である契約等について、債務不履行事由等を構成するものではないこと。

また、乙による本契約の締結又は履行に重大な影響を及ぼす、乙を当事者とする訴訟等は

係属しておらず、かつ、将来かかる訴訟等が係属するおそれもないこと。  

⑤ 反社会的勢力との関係の不存在  

乙及びその役員は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資金の提供、便

宜の供与、経営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。乙の従業員は、乙の知る

限り、反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との間に取引、資金の提供、便宜の供与、経

営への関与その他一切の関係又は交流がないこと。 

⑥ 倒産手続等の不存在  

乙について、支払停止、手形不渡、銀行取引停止等の事由は生じておらず、かつ、破産、

民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続開始の申立てはされておらず、それらの申立

て事由も生じておらず、私的整理も行われていないこと 
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【参考資料３】各種支援機関の連絡先 
（１）農業経営・就農支援センター 
 令和８年度連絡先一覧が整理され次第掲載します。 
 
（２）事業承継・引継ぎ支援センター 
 令和８年度連絡先一覧が整理され次第掲載します。 
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